
富
士
川
水
運
資
料
④　
　
　

 

青
山
幸
太
家
所
蔵　

富
士
川
絵
図　

Ⅱ

富
士
川
町
教
育
委
員
会　

 

富
士
川
町
郷
土
資
料
叢
書　

8

富
士
川
絵
図　

Ⅱ

富
士
川
町
教
育
委
員
会
　
富
士
川
町
郷
土
資
料
叢
書
　
8

富
士
川
水
運
資
料
④

　 

青
山
幸
太
家
所
蔵

2023



　
　
　

富
士
川
町
郷
土
資
料
叢
書
第
八
集
の
発
刊
に
よ
せ
て

富
士
川
町
教
育
長　

古　

屋　

三
千
雄　

　

こ
の
た
び
、
新
た
な
『
富
士
川
絵
図　

Ⅱ
』
を
、
教
育
委
員
会
の
事
業
と
し
て
刊
行
で
き
ま
す
こ
と
は
、
誠
に
喜
び
に
堪
え
ま
せ
ん
。

　

こ
の
絵
図
は
、
こ
れ
ま
で
旧
鰍
沢
町
在
住
の
郷
土
史
家
で
富
士
川
舟
運
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
青
山
靖
（
し
ず
か
）
氏
が
所
蔵
し

て
お
ら
れ
た
富
士
川
絵
図
を
、
御
子
孫
の
青
山
幸
太
氏
の
ご
許
可
を
い
た
だ
き
、
刊
行
す
る
も
の
で
す
。

　

前
回
の
『
富
士
川
絵
図
』
は
、
富
士
川
の
河
川
交
通
の
円
滑
な
運
行
の
た
め
に
、
難
所
の
岩
場
の
掘
削
や
、
運
行
を
妨
げ
る
砂
利
の
浚
渫

（
し
ゅ
ん
せ
つ
）
を
お
こ
な
う
目
的
で
、
そ
の
場
所
を
明
確
に
示
す
た
め
に
、
甲
州
の
三
河
岸
（
青
柳
河
岸
・
鰍
沢
河
岸
・
黒
沢
河
岸
）
か
ら

駿
河
国
の
岩
淵
河
岸
（
現
静
岡
県
富
士
市
）
ま
で
の
間
が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
今
回
の
絵
図
は
、
甲
州
の
三
河
岸
か
ら
駿
河

国
の
岩
淵
河
岸
を
経
て
、
同
国
蒲
原
（
か
ん
ば
ら
）
か
ら
清
水
（
い
ず
れ
も
静
岡
市
清
水
区
）
ま
で
描
か
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
年
貢

米
の
輸
送
で
あ
る
廻
米
の
ル
ー
ト
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
富
士
川
流
域
の
景
観
や
地
名
、
鼡
石
（
ね
ず

み
い
し
）・
七
色
岩
な
ど
の
岩
石
の
名
称
、
富
士
山
が
ど
の
方
向
に
見
え
る
か
な
ど
、
現
代
の
観
光
案
内
の
よ
う
な
要
素
が
含
ま
れ
て
描
か
れ

て
い
る
の
も
興
味
深
い
も
の
で
す
。

　

時
あ
た
か
も
本
年
二
月
二
十
三
日
に
は
、
皆
様
の
お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て
、「
富
士
川
舟
運
歴
史
館
」・「
富
士
川
近
代
人
物
館
」
の
二
つ
の

展
示
施
設
か
ら
な
る
、『
富
士
川
町
歴
史
文
化
館　

塩
の
華
』
を
開
館
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

本
町
で
は
、
今
後
も
町
の
歴
史
に
関
わ
る
古
文
書
や
富
士
川
絵
図
を
集
め
、
さ
ら
に
充
実
し
た
郷
土
資
料
叢
書
の
編
集
に
全
力
で
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

多
く
の
皆
様
方
の
さ
ら
な
る
ご
支
援
・
ご
協
力
を
重
ね
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　

二
〇
二
三
年
（
令
和
五
年
）
七
月 

吉
日



大
椚
村
カ

浅
原
村

東
南
胡
村

藤
□
孫
印（
朱
）

（
端
裏
部
分
の
み
近
代
の
出
版
物

を
貼
っ
て
裏
打
ち
し
て
い
る
）

1



新
田

小
室
道

青
柳
村

御
城
米
場

廿　
間

間四

鰍
沢
堺

1



小
室
道

水
神

　
　

田
安 御

蔵

黒
沢
村

2



御
城
米
場

御
番
所

支シ

ラ

ロ
路
潮

鰍
沢
宿

松
本

　
　
御
蔵

　
　四

間　
廿間

御
番
所

御
城
米
場

　
　
　

輟
テツ

泊
ハク

2



御
番
所

カ
マ
ツ
カ
ノ
セ

海ア
マ
門ド

（
二
軒
）

二
間

　
　
茶
屋

古
　
天
戸

　
今
ノ
文
字

大
木

御
城
米
場

3



明ア
ケ
石イ
シ
神

烏
帽
子
石

小
柳
川

　
蹴
裂
社

ワ
レ
石
峠

大
木
ノ
セ

禹
ノ
瀬

ホ
リ
キ
リ

明
神
山

法
師
倉　
今

3



ヲ
ニ
嶋

羽
鹿
嶋

小
柳
川

ホ
リ
キ
リ

明
神
山

法
師
倉　
今

干ホ
シ
畔ク
ロ　

古

六
万
部
河
原

盗
森

蹴
裂
社

古
ノ扇嶋

ヲ
ヽ
ギ

落
合
カ
ン
ヲ
ン

大
柳
川

4



箱
原
村

玄
石
岩

渡
舟

天
神
ノ
瀧

古
ノ
谷
南
川

十
谷
山

新
道
通

源
氏板（

坂
ヵ
）

ト
サ
カ
岩

4



タ
ナ
ミ
チ

板（
坂
ヵ
）

ト
サ
カ
岩

源
氏

新
道
通

5



楠
甫

舟
山

カ
ニ
ヤ
沢

蟹
谷

切
通
シ

5



小
山岩

間
村

　
　
渡
舟

舟
山

わ
れ
石
通
り

谷ヤ

サ
キ

岩
崎

切
通
シ

山
田
川

6



西
嶋
村

津
向

ミ
ヤ
バ
ラ
川

ツ
ヾ
ラ
サ
ハ
川

車
田
川

6



鴨
狩

黒
岩

手
打
沢
川

町
屋

カ
ン
ヲ
ン
寺

車
田
川

7



セ
ン
タ
ク
石

洗
濁
石

寺
沢
川

7



セ
ン
タ
ク
石

洗
濁
石

切
石
宿

寺
沢
川

馬
ノ
ツ
ラ
石

是
ヨ
リ
早
川
入
ヘ
道

夜
子
沢
川

8



下
田
原
村

日
下
り

不
動
瀧

8



八
日
市
場

小
田
原

宮
木
村

伊
沼
ノ
原

9

（
貼
紙
①
）



飯
冨
村

波
高
嶋

陣
臺
山

早
川
門

醍
醐
山

屏
風
岩

（
貼
紙
①
）

「
皆
梅
古
木

 

𠀋
二
尺
位
」

（
貼
紙
②
）

「
ス
ベ
テ
ミ
ナ
梅
木
山

　
　
　
　
　

 

乗
物
石
」

駕
石

渡
舟

9
（
貼
紙
②
）



下
山
宿

波
高
嶋

上
八
木
沢

下
八
木
沢

亀
沢

桃
窪
（
貼
紙
③
）

「
コ
ノ
ヲ
ク
ニ
壱
里

 

下
部
温
泉
有

 

常
葉
川 　
　
　

 

」

10

（
貼
紙
③
）



帯
金
村

杉
山
坂

飛
波
多
倉

ヒ
ハ
ダ
倉

大
六
天

10

9-10（貼紙）



波
木
井
村

丸
瀧
村

（
貼
紙
④
）

「
七
面
山
へ
身
延
ゟ
三
里
り
」

（
上
下
共
糊
付
け
さ
れ
て
い
る
）

濵ハ
マ
松

身
延
山

シ
ヲ
ノ
沢

尻
尾
沢

柏
崎

飛
波
多
倉

ヒ
ハ
ダ
倉

11



大
野
村

角
打
村

寺

田
沢平初

テ
此
所
ニ
而

川
舟
作
ル

和
田
峠

大
城
山

イ
タ
ト
リ
ク
ボ

樅モ
ミ

木
舟
板
初
テ

ト
リ
出
ス

相
又
川

カ
ハ
ヅ
石

柏
木
峠

11



清
子
村

光
子
沢
村

カ
ハ
ヅ
石

鼡
石

柏
木
峠

和
田
峠

米
倉

石
元
沢

笹
本
沢

横
根
坂

12



中
野
村

大
嶋
村

赤
御
沢

銀イ
テ
ウ
ノ杏
木

市
之
沢

柏
木
沢

權
現
堂

ゴ
ゲ
ン
ド
ウ

（
ゴ
ン
ゲ
ン
ド
ウ
）

本
郷
ヨ
リ

12



本
郷
ヨ
リ

市
之
沢

柏
木
沢

古コ

鷹タ
カ
ト
リ

小
内
船

舟
山
川

圓
蔵
院

ヲ
イ
セ
ノ

押
淪
ノ
岩

舟
山

13



南
部
宿

内
船
村

ド
ビ
ン
サ
ハ

舟
ト
リ
石

船
通
リ
石

石
ノ
間
タ
ヲ

谷
崎

戸
栗
川

駿
刕

安
部
道

支
尾
沢

シ
ヲ
沢
川

獅
子
山

峠

13



大
和
村

楮
根
村

獅
子
山

峠

寄
畑

　
　
　
　
云
伝
へ

是
迠
ツ
ヽ
マ
ル
ト

上
古
大
ツ
ナ
ミ
時

嶋
尻

宮
ノ
崎

シ
ヲ
沢
川

（
本
来
は
嶋
尻
→
寄
畑
の
順
で
あ

る
の
で
注
意
さ
れ
た
い
）

14



福
士
村

不
動
瀧

（
貼
紙
⑤
）

「
四
ノ
根
山
」

（
上
下
共
糊
付
け
さ
れ
て
い
る
）

横

坂
シ
ノ
子
山

14



井
出
村

（
福
）

冨
士
川

フ
ク
シ
川

不
動
瀧

中
フ
沢

旭
逸

此
所
西
ニ
向
ヒ
行

福
士
村

（
貼
紙
⑤
）

「
四
ノ
根
山
」

シ
ノ
子
山

15
（
貼
紙
⑥
）

（
貼
紙
⑦
）



十
嶋
村

ヒ
ノ
キ
岩

（
貼
紙
⑦
）

「
ヒ
ノ
キ
岩
ト
云

 

此
文
字
不
知
」

砥
石
岩

佐
野
川

（
貼
紙
⑥
）

「
西
行
坂
ト
云
ふ
」

峠西
行

越
戸

15

15（貼紙）



万
沢
宿

十
嶋
村

テ
シ
ロ
岩

出
城

越
戸

御
番
所

小
豆
石

（
貼
紙
⑧
）

「　
　
　

 

此
所

　
冨
士　
艮
ニ

　
　
　
　
見
ル
」

御
番
所

後
方
シ
マ

村
ノ
ウ
シ
ロ
ニ

ア
ル
ユ
ヘ
カ

堺
沢

16



長
貫
村

　
　
　
　
隈

稲
子
峠　
イ
ク
マ
サ
キ

イ
ナ
コ
川

連
久
林

橋
上

亀
割
峠

甲
駿
堺
川

獺カ
ハ
ウ
ス
穴

（
白
鳥
山
）

城
取
山

駿
州

長
□
坂

16



内
房
村

長
貫
村

獺カ
ハ
ウ
ス
穴

尾
崎

駿
州長

□
坂

宍
原
通
り

三
ツ
石

芭
蕉
川

中
ゼ
岩

同

ト
云
云

井
戸
ノ
尻

楠
金
寺
の

（
貼
紙
⑨
）

「
イ
ト
ジ
リ
ト
云

 

寺
ノ
井
戸
ノ
尻
成
ル
与
し
」

赤
尾

（
貼
紙
⑩
）

「
象
ガ
鼻
ト
云
フ
」

立
岩

17

（
貼
紙
⑨
）



銚
子
口

釜
口

ウ
シ
ロ
川

弥
二
石

流
し
岩

綱
下
ヶ
岩

（
貼
紙
⑪
）

「
ツ
リ
ハ
シ
ト
云
フ
」

（
上
下
共
糊
付
け
さ
れ
て
い
る
）

櫻
の
木
岩

芝
川　
今

士シ

波バ

川　
古

象
鼻

婦
夫
石

丸
岩

中
瀬

橋
グ
ラ

婦夫岩
ヤジヘ石

17 17（貼紙）
（
貼
紙
⑩
）



月
臺
嶋

信
玄
公

芝
川　
今

士シ

波バ

川　
古

手
植
ノ
松

松
野

二
リ

臺
原 狢

崎
無
地
野
サ
キ

18



釿テ
ヲ
ノカ
ケ

舟
ヲ
引
ニ

上
ノ
方
ヨ
リ

縁
ヲ
流
し
付
る
也

流
し
綱

18



北
松
野
村

舟
ヲ
引
ニ

上
ノ
方
ヨ
リ

縁
ヲ
流
し
付
る
也

流
し
綱

19



沼
久
保
村

ア
ミ
ノ
如
ク
ニ

ハ
レ
ル
イ
ハ

ゴ
サ
イ

弓
立
石

罛
碎

（
貼
紙
⑫
）

「
文
字
訳
ラ
ズ

 

ゴ
サ
イ
云
ル
」

磁
石
岩

19

（
貼
紙
⑫
）



弓
立
石

穴

見
ユ
ル
也

此
辺
ゟ
冨
士

星
山
沢

（
貼
紙
で
俵
石
を

訂
正
し
て
い
る
）

20（
貼
紙
⑬
）



南
松
野
村

イ
ヌ
ヲ
ト
シ

明
星
山

七
色
石

（
貼
紙
⑬
）

「
昔
古
是
ハ
蛇
ノ
カ
タ
チ
ヲ

 

人
見
テ
此
所
ニ
而

 　
　
　
　
　
七
色
の
岩
也
」

俵
石

ソ
コ
ナ
シ
也

底
無

ソ
ヲ
ナ
シ

20

19-20（貼紙）



亀
嶋
村

岩
本

サ
ギ
ノ
ス

鷺
ノ
栖

南
面
向

冨
士
ハ

ソ
ヲ
ナ
シ

21



岩
渕
河
岸

松
岡

ア
マ
ケ
フ
チ

渡
舟

水
神

東
海
道
筋

ヨ
シ
ヅ
沢

御
城
米
場

　
　

21



中
郷

小
池

欄
干

浮嶋の辺 東
海
道
筋

22



蒲
原
宿

由
井
宿

七
ナ
ン
坂

　
　
ト
云
フ

御
城
米
場

　
　
　
濱

　
　

22



由
井
宿

ユ
イ
川

御
城
米
場

　
　
　
濱

　
　

蒲
原
宿

23



奥
津
宿

（
興
津
）

ヲ
キ
ツ
川

薩
埵
峠

23



ヲ
キ
ツ
川

薩
埵
峠

奥
津
宿

（
興
津
）

24



ト
モ
ヘ
川

久
能
山

江
尻
宿

見
保
ノ
松
原

清
水
湊

（
巻
末
地
図
参
照
）

24



青
山
幸
太
家
所
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富
士
川
絵
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富
士
川
水
運
資
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④
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解
説　

富
士
川
絵
図
Ⅱ
及
び
青
山
家
文
書
に
つ
い
て
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��������������













51

　
　
　

青
山
幸
太
家
文
書
に
つ
い
て
�
������������������

















55

　
　
　

1
鰍
澤
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文
書
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富
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ご
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解
説　

富
士
川
絵
図
Ⅱ
及
び
青
山
家
文
書
に
つ
い
て

青
山
幸
太
家
所
蔵
富
士
川
絵
図

こ
の
絵
図
は
、
縦
一
六
四
ミ
リ
×
横
七
九
七
〇
ミ
リ
で
、
八
メ
ー
ト
ル
に
及
ば
ん
と
す
る

横
長
の
絵
図
で
あ
る
。
一
巻
に
巻
か
れ
て
い
て
、
端
裏
を
除
き
、
裏
打
ち
・
表
装
は
さ
れ
て

い
な
い
。
端
に
は
中
央
部
に
小
紙
片
が
張
り
出
し
、
指
で
つ
ま
ん
で
閲
覧
の
際
の
手
懸
か
り

と
な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
番
奥
は
、
細
い
竹
を
巻
い
て
軸
と
し
て
い
る
。
彩
色
で
赤
・

青
・
緑
・
茶
・
黒
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
図
の
端
裏
に
は
、
万
年
筆
の
青
い
文
字
で

「
№
19
青
柳　

千
鳥
書
房
ゟ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
も
と
鰍
沢
で
呉
服
商
を
し
て
い
た
安
藤

政
治
氏
が
、
青
柳
に
移
り
住
ん
で
千
鳥
書
房
と
い
う
書
店
を
営
ん
で
い
た
。
長
年
富
士
川
水

運
史
や
鰍
沢
・
増
穂
を
中
心
に
山
梨
県
の
郷
土
史
を
研
究
し
て
い
た
青
山
靖
（
し
ず
か
）
氏

は
、
こ
の
千
鳥
書
房
か
ら
富
士
川
絵
図
を
譲
渡
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
の
所
有
者
青
山

幸
太
氏
は
そ
の
孫
に
あ
た
る
。
鰍
沢
で
呉
服
商
を
し
て
い
た
安
藤
政
治
氏
が
、
何
故
本
絵
図

を
所
持
し
て
い
た
の
か
は
、
小
野
寺
淳
氏
の
『
近
世
河
川
絵
図
の
研
究
』（
古
今
書
院
、
一

九
九
一
年
）
の
時
代
に
は
、
既
に
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
同
家
は
現
在
富
士
川

町
か
ら
転
出
し
、「
ふ
じ
か
わ
ど
り
い
む
」（
パ
ン
屋
さ
ん
）
の
県
道
を
は
さ
ん
だ
向
か
い
側

に
、
屋
敷
跡
の
み
残
っ
て
い
る
。

本
叢
書
で
は
、
既
に
第
五
集
で
『
富
士
川
絵
図
』
と
い
う
題
で
小
河
内
照
一
郎
家
の
富
士

川
絵
図
を
刊
行
し
て
い
る
の
で
、
本
書
で
は
『
富
士
川
絵
図　

Ⅱ
』
と
い
う
題
と
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。

富
士
川
絵
図
の
種
類
と
本
絵
図
の
特
色

慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
に
角
倉
了
以
が
富
士
川
の
開
鑿
を
行
っ
て
水
運
が
は
じ
ま
っ

て
か
ら
、
四
〇
〇
年
以
上
の
歳
月
が
経
っ
た
。「
下
げ
米
、
上
げ
塩
」
と
い
わ
れ
た
米
や
塩

に
代
表
さ
れ
る
多
く
の
物
資
、
そ
れ
と
と
も
に
富
士
川
を
上
下
し
た
数
限
り
な
い
多
く
の

人
々
。
し
か
し
、
図
像
と
し
て
残
さ
れ
た
富
士
川
の
絵
図
は
思
い
の
外
少
な
い
。

北
斎
に
よ
る
浮
世
絵
の
「
甲
州
石
班
澤
」
は
郵
便
切
手
に
も
な
っ
て
お
り
有
名
だ
が
、
こ

の
図
柄
か
ら
富
士
川
や
鰍
沢
河
岸
の
情
景
を
連
想
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
富
士
川
縁
か
ら
こ

の
よ
う
に
富
士
山
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
場
所
も
お
そ
ら
く
な
い
だ
ろ
う
。
南
ア
ル
プ
ス
市

の
小
笠
原
橋
か
ら
は
、
富
士
山
の
上
部
が
見
え
る
が
、
こ
の
絵
の
よ
う
に
裾
野
ま
で
は
見
え

な
い
。
鰍
沢
の
天
戸
（
あ
ま
ど
）
や
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
富
士
で
有
名
な
上
高
下
（
か
み
た
か
お

り
）
か
ら
は
、
富
士
山
の
限
ら
れ
た
上
部
が
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
富
士
川
町
で
は
、
大
久

保
や
𣇃
米
（
つ
き
よ
ね
）
迄
上
が
っ
て
行
く
と
、
富
士
山
の
上
部
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
は
閉
館
さ
れ
て
い
る
が
、
増
穂
町
の
も
と
の
町
民
会
館
（
ボ
ロ
電
の
青
柳
駅
が
あ
っ
た

場
所
）
の
四
階
か
ら
は
富
士
山
の
上
部
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
十
返
舎
一
九
『
金
草
鞋
身
延
道
中
記
』
の
挿
絵
（
歌
川
豊
國
）
の
ほ

う
が
、
甲
州
三
河
岸
か
ら
駿
河
に
下
る
富
士
川
舟
中
の
特
徴
を
よ
く
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に

思
う
。
ま
た
、
富
士
川
と
さ
れ
る
歌
川
広
重
の
浮
世
絵
「
雪
中
釜
口
之
図
（
仮
題
）」
は
、

難
所
釜
口
の
雪
の
姿
を
よ
く
と
ら
え
て
い
て
情
緒
が
あ
る
。

し
か
し
、
富
士
川
の
全
体
像
を
河
川
絵
図
と
し
て
作
成
し
た
事
例
は
僅
か
で
あ
る
。

小
野
寺
淳
氏
の
『
近
世
河
川
絵
図
の
研
究
』
は
、
こ
う
し
た
富
士
川
絵
図
を
研
究
し
た
先

駆
的
業
績
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
紹
介
さ
れ
た
富
士
川
絵
図
は
、
①
小
林
さ
だ
氏
蔵
（
山
梨
県

甲
府
市
）、
②
小
河
内
照
一
郎
氏
蔵（
山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
）、（
小
河
内
家
Ａ
と
す
る
）

③
青
山
富
貴
江
氏
蔵
（
山
梨
県
富
士
川
町=

現
所
蔵
者
青
山
幸
太
氏
）
の
み
で
あ
る
。

な
お
、
小
野
寺
氏
は
、
同
著
の
中
で
増
穂
町
（
現
富
士
川
町
）
青
柳
町
の
④
依
田
敏
太
郞

家
に
も
、
①
②
と
同
様
の
富
士
川
絵
図
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
同
家

は
早
く
に
転
居
し
て
お
り
、
そ
の
存
在
は
現
時
点
で
も
確
か
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
指
摘
は
、

『
増
穂
町
誌
』
下
巻
（
一
九
七
五
年
）
四
七
七
ペ
ー
ジ
、
三
河
岸
部
分
の
写
真
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
に
「
安
政
五
年
、
青
柳
・
依
田
敏
太
郎
蔵
」
と
あ
る
三
河
岸
部
分
を
示
す
富
士
川
絵
図
④

で
あ
る
。

こ
の
写
真
を
、『
定
本
富
士
川
』（
郷
土
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
一
一
五
ペ
ー
ジ
に
掲
載

さ
れ
た
①
小
林
さ
だ
家
の
富
士
川
絵
図
の
同
じ
部
分
と
比
べ
て
み
る
と
、
両
者
は
よ
く
似
て

い
る
が
、
次
の
部
分
が
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
①
に
見
ら
れ
る
「
す
や
り
霞
」
が
、
④
に

は
な
い
。
こ
の
た
め
、
小
室
山
（
妙
法
寺
）
に
至
る
小
室
道
や
黒
沢
川
が
④
で
は
は
っ
き
り

と
描
か
れ
て
い
る
。
小
室
山
の
森
（
杜
）
も
④
の
方
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

青
柳
村
・
鰍
沢
宿
と
い
う
表
示
が
、
④
で
は
青
柳
村
は
よ
り
南
に
、
鰍
沢
宿
は
よ
り
北
に
寄
っ

て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鰍
沢
宿
か
ら
河
岸
と
書
か
れ
て
い
る
御
蔵
の
建
物
や
御
関
所

と
書
か
れ
た
番
所
に
至
る
道
が
、
④
の
方
が
道
の
距
離
が
短
い
。
さ
ら
に
、
戸
川
と
南
川
の

間
の
富
士
川
に
浮
か
ぶ
人
の
乗
っ
た
舟
も
、
④
の
方
が
少
し
下
流
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
両

者
と
も
彩
色
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
原
図
の
白
黒
写
真
を
印
刷
し
た
も
の
で
、
し
か
も
④
は

極
め
て
小
さ
い
画
面
で
、
こ
の
部
分
し
か
両
者
を
比
べ
る
場
面
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
結
論

と
し
て
、
①
と
④
は
同
じ
絵
師
が
描
い
た
も
の
の
如
く
よ
く
似
て
い
る
が
、
別
々
の
富
士
川

絵
図
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
小
河
内
照
一
郎
家
か
ら
、
甲
州
の
三
河
岸
か
ら
駿
河
境
の
あ
た
り
ま
で
を
欠
く
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は
ほ
ぼ
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
①
は
そ
れ
が
小
林
家
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
、

②
・
④
・
⑥
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
改
修
工
事
の
関
係
者
の
も
と
に
残
さ
れ
た
絵
図
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
④
に
つ
い
て
は
貼
紙
の
有
無
は
不
明
。
絵
画
と
し
て
み
る
と
、
先
の
小
野
寺

氏
の
著
書
に
部
分
的
に
掲
載
さ
れ
た
①
（
部
分
の
み
、
た
だ
し
「
す
や
り
霞
」
が
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
、
他
図
に
は
見
ら
れ
な
い
）
と
、
②
（
富
士
川
町
郷
土
資
料
叢
書
第

5
集
『
富
士
川
絵
図
』
に
収
録
）
と
、
⑤
『
静
岡
県
史
』
の
附
図
（
大
変
あ
り
が
た
い
貴
重

な
情
報
源
で
あ
る
が
、
筆
者
の
視
力
の
限
界
を
超
え
た
縮
尺
で
あ
る
、
途
中
で
作
成
が
中
断

さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
）
の
写
真
を
比
べ
て
見
る
限
り
、
三
点
と
も
絵
の
タ
ッ
チ
は
異
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
富
士
川
絵
図
を
作
成
し
た
人
物
（
絵
師
）
や
、
も
し
か
し
た
ら
そ
の
作
成
時
期
も

異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
①
と
④
は
比
較
部
分
が
ご
く
一
部
で
あ
る
が
、
そ
の
限
り
に
お
い

て
、
同
一
の
絵
師
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
一
方
の
模
写
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
今
後
現
物
を
比
較
し
て
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

Ⅱ=

⑤
は
、
破
損
が
甚
だ
し
く
、
富
士
川
の
甲
斐
国
の
部
分
が
ほ
と
ん
ど
欠
損
し
て
い

る
が
、
希
少
な
富
士
川
絵
図
の
中
で
も
、
Ⅰ 

と
は
異
な
る
系
統
の
絵
図
で
あ
り
、
重
要
で
あ

る
（
富
士
川
町
郷
土
資
料
叢
書
第
5
集
『
富
士
川
絵
図
』
に
収
録
）。
Ⅱ
図
は
、
破
損
の
た

め
甲
斐
国
内
で
他
の
富
士
川
絵
図
と
比
較
で
き
る
部
分
が
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば

Ⅱ
で
は
万
沢
川
と
富
士
川
の
合
流
部
分
に
描
か
れ
る
小
豆
石
・
お
坊
岩
難
場
・
茶
木
畑
大
難

場
の
三
箇
所
の
難
所
が
、
Ⅰ 

②
で
は
「
拾
番
」
の
貼
紙
が
あ
る
岩
（
お
坊
岩
カ
）
一
つ
し
か

描
か
れ
て
お
ら
ず
、
Ⅰ
の
時
点
以
前
に
掘
削
さ
れ
て
消
滅
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
Ⅱ
図
の
方
が
Ⅰ 

②
図
よ
り
も
古
い
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
Ⅱ
に
見
ら
れ
る
「
ア

サ
セ
」
や
「
大
ア
サ
セ
」
が
⑥
以
外
の
Ⅰ
に
は
無
い
の
も
、
注
意
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の

他
、
富
士
川
最
大
の
難
所
で
あ
る
釜
口
に
つ
い
て
、
Ⅱ
で
は
ご
く
簡
略
に
描
か
れ
る
と
と
も

に
、
こ
こ
を
通
ら
ず
、「
後
川
」（
う
し
ろ
が
わ
）
を
通
路
と
し
て
い
る
（
赤
い
点
線
が
こ
ち

ら
を
通
っ
て
い
る
）。
後
川
は
①
②
③
⑥
で
も
描
か
れ
て
い
る
が
、
③
・
⑤
・
⑥
以
外
名
称

は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
（
①
で
も
該
当
部
分
の
写
真
が
小
野
寺
氏
の
著
作
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
）。
釜
口
を
通
る
よ
り
も
後
川
を
通
っ
た
方
が
断
然
安
全
で
は
あ
る
が
、
瀬
が
浅
い
と
い

う
欠
点
が
有
り
、
後
川
を
常
時
通
過
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
点
が
、
Ⅱ
を
Ⅰ
に
先
行
す
る
富
士
川
絵
図
と
す
る
か
、
今
後
検
討
す
べ
き
点
と
な
る
。
ま

た
、
ア
サ
セ
に
つ
い
て
も
、
富
士
川
で
は
年
に
一
度
は
瀬
浚
い
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ほ
ど
土
砂
の
堆
積
が
著
し
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
（
青
山
靖
「
富
士
川
水
運
の
民
俗
」）、

図
Ⅱ
に
描
か
れ
た
「
ア
サ
セ
」
や
「
大
ア
サ
セ
」
が
、
毎
年
の
三
河
岸
船
頭
ど
も
に
よ
る
瀬

浚
い
で
は
対
処
し
き
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
推
定
）
⑤
富
士
川
絵
図
（
小
河
内
家
Ｂ
と
す
る
）
が
提
供
さ
れ
、
一
方
、
富
士
山
か
ぐ
や

姫
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
富
士
市
立
博
物
館
）
の
瀧
浪
（
平
柳
）
和
美
学
芸
員
か
ら
、
富
士
川
下

流
で
は
、
⑥
岩
渕
の
斎
藤
勲
家
の
富
士
川
絵
図
が
『
静
岡
県
史
』
資
料
編
13　

近
世
5
交
通

編
の
附
図
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

こ
れ
ら
を
現
時
点
の
知
見
で
分
類
す
る
と
、

Ⅰ�

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
～
四
年
（
一
八
五
七
）
の
富
士
川
改
修
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た

富
士
川
絵
図　

三
河
岸
～
岩
淵　

下
流
か
ら
一
番
～
二
七
番
ま
で
の
普
請
が
必
要
な
個
所

の
貼
紙
（
朱
筆
）
が
①
②
⑥
で
確
認
で
き
る

　

①
小
林
さ
だ
家

　

②
小
河
内
照
一
郎
家　

Ａ

　
　
（
三
河
岸
部
分
を
欠
く
が
当
初
は
描
か
れ
て
い
た
と
推
定
）

④�

依
田
敏
太
郎
家
（
現
在
知
ら
れ
て
い
る
の
は
三
河
岸
の
部
分
の
み
、
下
流
が
ど
こ
ま

で
描
か
れ
て
い
る
の
か
は
不
明
だ
が
、
三
河
岸
部
分
は
①
と
よ
く
似
て
い
る
、
安
政

五
年
と
す
る
が
年
代
の
根
拠
は
不
明
、
貼
紙
が
あ
る
か
も
不
明
）

　

⑥�

斎
藤
勲
家
（
三
河
岸
か
ら
岩
渕
ま
で
を
描
く
、
彩
色
な
ど
が
途
中
で
中
断
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
、
番
号
は
①
②
と
同
じ
）。

Ⅱ�

天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）（カ
）、
舟
の
通
路
（「
船
路
」
と
表
記
）
を
赤
い
点
線
で
示
し

た
富
士
川
絵
図　

浅
瀬
を
強
調

　

⑤
小
河
内
照
一
郎
家　

Ｂ

　
　
（
当
初
は
三
河
岸
か
ら
駿
河
境
迄
も
描
か
れ
て
い
た
と
推
定
）

　

現
存
す
る
の
は
、
甲
斐
・
駿
河
境
～
岩
淵
ま
で
の
富
士
川
絵
図

Ⅲ
年
未
詳
、
本
絵
図

③
青
山
幸
太
家

三
河
岸
上
流
の
浅
川
か
ら
、
三
河
岸
を
経
て
岩
淵
、
さ
ら
に
蒲
原
か
ら
三
保
の
松
原
・

清
水
湊
ま
で
が
描
か
れ
た
富
士
川
絵
図

　

の
三
種
類
に
分
類
で
き
る
。

Ⅰ
は
、
富
士
川
改
修
工
事
の
必
要
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幕
府
か
ら
の
資
金
援
助
が
な
い

た
め
、
西
郡
筋
𣇃
米
（
つ
き
よ
ね
）
村
の
豪
農
小
林
八
右
衛
門
家
（
御
三
卿
の
一
つ
田
安
家

の
勘
定
方
を
務
め
た
家
）
の
資
金
援
助
を
仰
ぐ
た
め
、
工
事
箇
所
を
番
号
で
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
～
四
年
（
一
八
五
七
）
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
富
士
川
の

下
流
域
か
ら
、
一
～
二
七
ま
で
の
番
号
を
書
い
た
貼
紙
が
工
事
の
必
要
な
場
所
に
付
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
、
①
・
②
・
⑥
三
点
の
絵
図
に
共
通
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
①
・
②
・
⑥
の
貼
紙
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無
相
違
通
船
仕
、
御
普
請
之
儀
御
伺
被
成
下
候
処
、新
規
御
普
請
之
儀
ニ
付
難
被
及
御
沙

汰
ニ
之
段
、今
般
被　
仰
渡
当
惑
至
極
奉
驚
入
候
、前
書
奉
申
上
候
通
富
士
川
通
浅
瀬
難
場

之
場
所
数
ヶ
所
、船
頭
共
自
力
ニ
掘
割
仕
格
別
之
難
場
ハ
前
々
ゟ
御
普
請
被
成
下
、
殊
ニ
此

度
奉
願
上
候
本
釜
之
儀
者
川
丈
ヶ
第
一
之
難
場
、
殊
ニ
諸
入
用
夥
敷
相
懸
候
儀
ニ
付
、
船

頭
共
自
力
難
相
叶
、
必
至
与
差
支
難
儀
至
極
奉
存
候
、
且
船
頭
共
御
運
賃
奉
頂
戴
候
得
共
、

水
主
共
四
人
ニ
割
合
候
得
者
纔
ニ
相
当
、
船
頭
・
水
主
共
四
人
之
も
の
共
親
妻
子
養
育
出

来
兼
、
漸
今
日
ヲ
相
送
候
、
船
頭
共
大
金
之
入
用
相
弁
候
儀
難
相
成
、
誠
ニ
歎
ヶ
敷
奉
存

候
ニ
付
、
尚
又
御
伺
被
成
下
置
候
様
御
慈
悲
奉
願
上
候
処
、
一
旦
難
相
済
段
被　

仰
渡
候

上
者
同
様
之
儀
御
伺
難
相
成
旨
、
種
々
御
利
害
被　

仰
聞
候
、
左
候
得
者
、
右
入
用
船
頭

共
出
金
仕
候
儀
も
不
相
成
、
難
儀
至
極
仕
候
間
、
不
奉
顧
恐
茂
奉
願
上
候
、
何
卒
御
慈
悲

之
御
勘
弁
を
以
願
之
通
御
入
用
金
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
右
願
之
通
御
聞
済
被
成
下
候

ハ
ヽ
、
三
河
岸
大
勢
之
船
頭
共
相
助
り
、
莫
太
之
御
救
与
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
茂
左
衛
門
御
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
州
巨
摩
郡
鰍
沢
河
岸

　
　
　

文
化
元
子
年
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問　

屋　

喜　

平　

次
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
百
姓　

長　
　
　

蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

御
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
州
同
郡
青
柳
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問　

屋　

太
郎
左
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　

御
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
州
八
代
郡
黒
沢
河
岸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問　

屋　

吉　

之　

丞
㊞

　
　

御
奉
行
所
様　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
絵
図
省
略
）

（
新
『
鰍
沢
町
誌　

資
料
編
』
八
三
～
八
四
ペ
ー
ジ
、
78
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」
を

引
用
、
適
宜
ナ
カ
グ
ロ
や
読
点
を
追
加
し
た
、
絵
図
未
見
）。

こ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
亥
秋
の
度
々
の
出
水
に
よ
っ
て
富
士
川

の
諸
所
で
「
瀬
替
」
が
お
こ
り
、
難
場
・
浅
瀬
が
数
多
く
で
き
た
。
な
か
で
も
駿
河
国
長
貫

村
の
「
釜
」
と
よ
ば
れ
る
富
士
川
第
一
の
難
所
に
は
、
本
釜
・
銚
子
口
・
後
呂
川
と
い
う
三

筋
の
通
路
が
あ
っ
た
が
、（
こ
れ
ま
で
の
通
路
で
あ
っ
た
）
銚
子
口
は
砂
の
堆
積
に
よ
り
「
高

洲
」
と
な
り
通
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
富
士
川
の
本
流
は
、
こ
れ
ま
で
通
船
が
稀
で

あ
っ
た
「
本
釜
」
に
流
れ
込
み
（「
本
釜
江
本
瀬
落
込
」）、
通
船
が
で
き
な
く
な
っ
て
船
頭

共
は
当
惑
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
後
呂
川
に
つ
い
て
は
何
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
）。

こ
の
釜
の
口
の
通
路
に
つ
い
て
は
、
長
文
で
あ
る
が
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
三
月
の

鰍
沢
村
原
田
公
房
家
文
書
に
、
次
の
よ
う
に
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。
全
文
を
掲
載
す
る
。

　
　
　
　

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一�

甲
州
鰍
沢
・
青
柳
・
黒
沢
三
河
岸
問
屋
共
奉
申
上
候
、
去
亥
秋
中
出
水
之
度
々
富
士
川
通

所
々
瀬
替
、
難
場
浅
瀬
数
多
出
来
仕
、
別
而
駿
州
長
貫
村
地
内
富
士
川
第
一
之
難
場
、
字

釜
与
申
場
所
之
儀
者
本
釜
・
銚
子
口
・
後
呂
川
与
川
瀬
三
筋
御
座
候
内
、
本
釜
通
船
致
候
儀

者
稀
、
銚
子
口
通
船
仕
候
得
共
、
去
秋
中
本
釜
江
本
瀬
落
込
、
銚
子
口
高
洲
ニ
罷
成
、
通

船
難
相
成
、
船
頭
共
当
惑
仕
、
右
場
所
之
外
浅
瀬
難
場
数
ヶ
所
出
来
仕
、
殊
ニ
拾
四
年
以

前
戌
年
満
水
ニ
而
、
一
国
中
谷
川
共
砂
利
夥
敷
押
出
し
富
士
川
一
躰
瀬
高
罷
成
候
、
以
来

年
々
難
場
数
ヶ
所
出
来
仕
候
得
共
、
御
願
申
上
候
儀
者
不
被
容
易
之
儀
ニ
付
、
是
迄
船
頭

共
自
力
ニ
堀
割
浚
等
仕
通
船
仕
候
得
共
、
銚
子
高
洲
瀬
違
掘
割
不
仕
候
而
者
通
船
難
相
成
、

本
釜
之
儀
者
空
船
ニ
而
も
乗
抜
候
儀
危
身
命
ニ
拘
候
儀
ニ
付
、
上
下
船
待
合
蜘
手
ニ
而
通
船

仕
候
場
所
、
依
之
瀬
違
堀
割
御
普
請
不
仕
候
而
者
難
相
叶
、
無
拠　

御
三
分
様
御
役
所
江

奉
願
上
候
処
、
御
普
請
之
儀
者
容
易
ニ
難
被
仰
付
旨
、
種
々
御
利
害
被
仰
聞
承
知
奉
畏
候

得
共
、
富
士
川
通
開
闢
以
来
、
川
丈
之
中
難
場
出
来
仕
候
節
者
、
御
入
用
を
以
御
普
請
被　

仰
付
来
候
、
既
ニ
元
禄
十
一
寅
年
桜
田
様
御
領
之
節
、
駿
州
長
貫
村
・
内
房
村
地
内
本
釜
・

後
呂
川
御
普
請
被　

仰
付
、
其
後
宝
永
四
亥
年
松
平
甲
斐
守
様
御
領
分
之
節
、
駿
州
橋
上

村
地
内
白
鳥
山
与
申
場
所
大
地
震
ニ
而
崩
候
節
、
江
戸
表
ゟ
御
役
人
中
様
御
越
被
成
、
御

普
請
被　

仰
付
、
尚
正
徳
四
午
年
右
場
所
難
場
ニ
罷
成
御
普
請
被
仰
付
、
享
保
十
四
酉
年

御
代
官
奥
野
忠
兵
衛
様
・
小
宮
山
杢
之
進
様
・
坂
本
新
左
衛
門
様
御
手
代
中
御
見
分
之

上
、
御
普
請
被
仰
付
候
、
寛
政
五
丑
年
御
勘
定
高
橋
小
兵
衛
様
・
御
普
請
役
倉
橋
定
之
丞

様
御
掛
り
ニ
而
、
当
国
□
間
村
用
水
路
〆
切
、
古
牛
抜
取
被
仰
付
、
尚
又
九
ヶ
年
以
前
寛

政
八
辰
年
榊
原
小
兵
衛
様
御
支
配
之
節
、
当
国
早
川
戸
宮
木
村
地
内
字
石
切
石
与
申
場
所

難
場
ニ
罷
成
、
通
船
差
支
申
候
ニ
付
、
御
普
請
之
儀
御
三
分
様
御
役
所
江
奉
願
上
候
処
、

御
年
番
榊
原
小
兵
衛
様
御
役
所
ニ
而
、
前
々
仕
来
巨
細
ニ
御
糺
有
之
候
所
、
前
々
御
普
請

被
仰
付
来
候
儀
相
違
無
之
候
ニ
付
、
御
同
人
様
御
掛
り
ニ
而
御
見
分
之
上
、
瀬
違
御
普
請

御
目
論
見
御
伺
被
成
下
候
処
、
願
之
通
御
下
知
相
済
御
普
請
被
下
置
難
有
仕
合
奉
存
候
、

去
秋
中
右
始
末
奉
申
上
候
ニ
付
、
御
三
分
様
御
評
議
之
上
御
手
代
中
御
立
会
御
見
分
ニ
御

越
被
下
置
候
所
、
前
書
奉
申
上
候
通
り
本
釜
本
瀬
引
落
、
空
船
ニ
而
も
乗
抜
候
儀
実
々
危

ク
被
思
召
、
瀬
違
掘
割
御
普
請
御
目
論
見
、
早
速
御
普
請
取
懸
り
相
仕
立
候
様
被　

仰
付

候
ニ
付
、
瀬
違
掘
割
御
普
請
早
速
皆
出
来
仕
、
右
之
段
御
届
奉
申
上
候
、
御
三
分
様
御
立

会
御
見
分
奉
請
、
去
亥
御
廻
米
少
も
故
障
無
之
、
皆
川
下
ヶ
仕
、
仕
上
御
見
分
奉
請
候
処
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を
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
の
は
こ
の
一
点
の
み
で
あ
り
、
図
Ⅱ
は
、
こ
の
時
作
成
さ
れ
た
可

能
性
が
あ
り
、
Ⅰ
以
前
の
時
期
と
考
え
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
回
掲
載
す
る
Ⅲ
の
絵
図
は
、
こ
れ
ま
で
の
Ⅰ
・
Ⅱ
と
全
く
異
な
り
、
富
士

川
の
改
修
工
事
と
の
関
連
は
、
ほ
と
ん
ど
窺
え
な
い
。
た
し
か
に
、
天
神
ヶ
瀧
の
川
を
遮
る

よ
う
な
地
形
や
、
釜
口
の
多
く
の
岩
・
石
の
名
称
、
芝
川
の
合
流
地
点
の
浅
瀬
な
ど
、
若
干

の
難
所
の
表
記
は
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
「
釜
口
」
は
詳
細
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
、
Ⅰ
・

Ⅱ
で
は
富
士
川
の
中
央
に
赤
い
線
で
舟
運
の
航
路
が
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
Ⅲ
で
は
富

士
川
の
両
側
の
陸
上
の
経
路
を
赤
い
線
で
強
調
し
て
お
り
、
地
名
も
充
実
し
て
い
る
。
た
と

え
ば
梅
の
古
木
や
桜
の
木
、
富
士
山
の
見
え
方
が
注
記
さ
れ
、「
上
古
大
ツ
ナ
ミ
時
是
迠
ツ
ヽ

マ
ル
ト
云
伝
へ
」
と
、
い
つ
の
時
代
か
わ
か
ら
な
い
が
、
津
波
が
富
士
川
を
遡
っ
て
こ
こ
ま

で
到
達
し
た
、
と
い
う
記
録
ま
で
あ
る
。
峠
や
坂
・
山
の
名
前
も
多
い
。
波
高
島
の
あ
た
り

で
は
、
下
部
温
泉
の
紹
介
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
Ⅰ
・
Ⅱ
が
、
富
士
川
が
中
心
で
、
そ
れ
に

対
応
す
る
形
で
富
士
川
右
岸
の
河
内
路
が
赤
い
線
で
描
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
Ⅲ
の
絵
図

で
は
富
士
川
を
挟
ん
で
河
内
路
と
東
河
内
路
が
両
側
を
走
り
、
時
に
は
川
を
渡
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
両
側
の
河
内
路
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
た
と
え
富
士
川
中
に
船
路
を
示
す
赤
い
線
が

な
く
と
も
、
富
士
川
を
下
る
人
々
が
手
元
に
置
い
て
両
側
の
景
色
を
満
喫
す
る
た
め
の
絵
図
、

観
光
目
的
の
比
重
が
大
き
い
絵
図
、
と
い
っ
て
は
言
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
富
士
川
絵

図
に
比
べ
る
と
、
絵
自
体
は
「
絵
心
の
あ
る
素
人
」
作
成
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、

記
載
さ
れ
る
情
報
量
は
、
他
を
圧
倒
し
て
多
い
。

そ
の
一
方
で
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
も
あ
る
。
例
え
ば
、
本
絵
図
で
は
上
流
か

ら
寄
畑
、
次
に
嶋
尻
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
「
嶋
尻
」
→
「
寄
畑
」
の
順
で
あ
る
（
こ

の
点
は
南
部
町
教
育
委
員
会
の
望
月
亮
一
さ
ん
か
ら
教
え
ら
れ
た
）。
ま
た
、
俵
石
の
場
所

が
和
紙
を
貼
っ
て
訂
正
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
絵
図
を
実
地
に
お
い
て
検
証
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
最
も
大
き
な
問
題
と
し
て
、
本
絵
図
の
最
末
端
で
あ
る
清
水
湊

に
つ
い
て
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
。
本
図
で
は
、
三
保
の
松
原
と
清
水
湊
が
全
く
別
の
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
。
清
水
の
地
形
は
、
当
初
島
で
あ
っ
た
三
保
の
松
原
部
分
が
砂
州
の
形

成
に
よ
っ
て
本
土
と
つ
な
が
り
、
そ
こ
に
清
水
湊
が
形
成
さ
れ
て
現
在
の
形
に
な
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
本
図
の
作
成
さ
れ
た
時
点
で
は
と
っ
く
に
現
在
と
同
じ
地
形
に
な
っ
て
い
た
は
ず

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
描
き
方
は
清
水
湊
や
三
保
の
松
原
ま
で
行
っ
た
こ
と
が
な
い
人
物
が
描

い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
れ
ま
で
本
図
に
言
及
し
た
先
行
研
究

に
は
、
こ
の
点
の
指
摘
が
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
本
図
作
成
の
目
的
を
、
三
河

岸
か
ら
岩
渕
を
経
て
清
水
湊
に
至
る
廻
米
の
経
路
を
示
す
図
で
あ
る
と
す
る
評
価
に
つ
い
て

図
Ⅱ
に
よ
れ
ば
、
楠
金
村
（
長
貫
村
）
の
側
に
「
銚
子
口
」、
内
房
川
の
方
に
「
後
川
」=

後
呂
川
と
あ
る
の
で
、
残
る
「
本
釜
」
は
象
ヶ
鼻
の
手
前
か
ら
入
っ
て
弥
二
右
衛
門
岩
と
丸

岩
の
間
あ
た
り
か
ら
出
て
く
る
水
路
で
あ
ろ
う
か
。

釜
の
難
所
の
内
、
本
釜
は
空
船
で
も
「
乗
抜
候
儀
危
、
身
命
ニ
拘
候
」
場
所
で
あ
り
、
仕

方
な
く
こ
こ
し
か
通
れ
な
い
の
で
、
富
士
川
を
上
下
す
る
船
は
こ
こ
で
待
ち
合
わ
せ
、「
蜘

手
ニ
而
通
船
仕
候
場
所
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
正
確
な
意
味
は
不
明
だ
が
、

安
全
に
通
行
し
よ
う
と
、
蜘
蛛
の
巣
の
形
状
の
よ
う
に
上
下
の
船
が
込
み
合
っ
て
い
る
様
子

を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
遠
因
は
、
十
四
年
前
戌
年
（
寛
政
二
戌
年
・
一
七
九
〇
）
の

満
水
で
、
国
中
の
谷
川
か
ら
砂
利
が
夥
し
く
流
出
し
、
富
士
川
全
体
が
瀬
高
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
以
来
、
難
場
所
が
数
多
く
で
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
は
船
頭
共
の
自
力
で
瀬
違
い
を
掘
割

し
て
し
の
い
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
た
び
の
事
態
は
自
力
で
は
ど
う
し
て
も
叶
い
難
く
願

い
出
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
ま
で
も
、
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
の
駿
河
国
長
貫
村
・
内

房
村
地
内
本
釜
・
後
呂
川
の
御
普
請
以
来
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
の
駿
河
国
橋
上
村
白

鳥
山
崩
落
事
故
へ
の
御
普
請
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
の
こ
の
場
所
の
御
普
請
、
享
保
十

四
年
（
一
七
二
九
）
の
御
普
請
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
甲
斐
国
□
間
村
の
古
牛
抜
き

取
り
な
ど
の
御
普
請
が
あ
っ
た
。
近
年
で
は
、
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
甲
斐
国
早
川
戸

宮
木
村
地
内
の
「
石
切
石
」
と
い
う
場
所
の
御
普
請
願
い
と
そ
の
実
現
が
あ
っ
た
、
と
い
う

の
で
あ
る
。「
御
普
請
」
と
い
う
の
は
支
配
者
側
か
ら
の
出
金
に
よ
る
普
請
で
、
自
力
（
の

普
請
）
あ
る
い
は
自
普
請
と
い
う
の
は
、
被
支
配
者
で
あ
る
村
方
・
船
頭
の
出
金
・
努
力
に

よ
る
普
請
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
の
釜
口
の
普
請
願
い
は
、
御
三
分
様
（
甲
斐
国
内
の

市
川
・
石
和
・
甲
府
の
三
代
官
所
支
配
）
に
願
い
出
た
が
、
新
規
の
普
請
で
あ
る
か
ら
と
、

却
下
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
普
請
願
い
の
結
果
は
不
明
で
あ
る
が
、
以
後
も
度
々
歎
願
は
行
わ
れ
、
天
神
ヶ
瀧
や

芝
川
戸
が
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
図
Ⅱ
の
年
代
を
確
定
す
る
の
は
難
し
い
が
、
そ
の
な

か
で
唯
一
後
川
に
関
す
る
も
の
は
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
十
一
月
の
「
差
上
申
一
札
」

（
原
田
公
房
家
文
書
、
同
書
九
一
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
文
書
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、「
富
士
川
通
駿
州
内
房
村
地
内
字
後
川
御
廻
米
通
船
路
城
川
之
儀
、
先

達
奉
願
候
処
、
御
伺
之
上
当
卯
壱
ヶ
年
堀
割
御
入
用
金
八
拾
壱
両
壱
分
永
弐
百
弐
十
五
文
五

分
七
、
芝
川
戸
定
浚
金
御
貸
付
利
金
之
内
ゟ
御
渡
被
下
置
」、
以
後
五
か
年
間
定
浚
い
を
行

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
年
に
金
八
一
両
余
と
い
う
の
は
か
な
り
の
大
金
だ
が
、
芝
川
戸

定
浚
金
御
貸
付
利
金
か
ら
こ
れ
を
充
足
す
る
と
い
う
計
画
の
よ
う
で
あ
る
。

現
時
点
で
筆
者
が
確
認
で
き
た
後
川
（
う
し
ろ
川
→
城
川
と
も
称
し
た
か
）
の
掘
割
願
い
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村
文
書
、
3
古
長
谷
（
ふ
る
は
せ
）
村
文
書
、
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は

あ
く
ま
で
も
推
定
で
あ
る
が
、
青
山
靖
氏
の
残
し
た
「
鰍
沢　

資
料
目
録　

青
山
蔵
」
と
赤

い
マ
ジ
ッ
ク
で
題
さ
れ
た
小
型
の
ノ
ー
ト
に
ヒ
ン
ト
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
に
は
、
赤
い
罫
紙
を
横
に
し
て
、
万
年
筆
で
「
巨
摩
郡
鰍
澤
村
近
世
文
書
」
と
し
て

1
～
289
、「
巨
摩
郡
西
河
内
領　

古
長
谷
村
文
書
」
と
し
て
290‌

～‌

297
、「
巨
摩
郡
馬
籠
村
近
世

村
分
（
文
）書
」
と
し
て
298‌

～
355
の
、
年
代
と
題
・
内
容
を
簡
易
に
記
録
し
た
文
書
目
録
が
記
録

さ
れ
、
帳
末
に
鉛
筆
で
、「
以
上
、
1810
匁　

外
ニ
雑
（
計
算
外
）
120
匁
、
¥‌

17,000
」
と
書
か
れ

て
い
る
。
こ
の
目
録
を
作
成
し
た
の
が
青
山
靖
氏
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
は
不
明
だ
が
、
と

も
か
く
現
在
の
三
か
村
の
青
山
家
所
蔵
文
書
が
、
い
つ
の
時
代
か
一
万
七
千
円
で
購
入
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
本
の
敗
戦
後
は
特
に
和
紙
を
貫
目
で
売
買
し
た

と
い
わ
れ
、
有
名
な
甲
州
文
庫
の
蒐
集
家
で
あ
る
功
刀
亀
内
氏
は
、
こ
の
時
古
文
書
の
煙
滅

を
惜
し
ん
で
収
集
に
励
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
壱
万
円
を
超
え
る
値
段
は
、
そ
の

頃
か
ら
だ
い
ぶ
経
っ
て
か
ら
の
金
額
で
あ
ろ
う
。

私
た
ち
が
目
に
し
た
青
山
家
文
書
は
、
そ
れ
以
前
の
整
理
で
古
文
書
一
点
ご
と
に
ク
リ
ッ

プ
で
内
容
や
年
代
を
万
年
筆
で
書
い
た
紙
片
が
留
め
ら
れ
、「
東
京
学
芸
大
学
地
理
学
教
室

（
歴
史
地
理
学
研
究
室
）」
と
印
刷
さ
れ
た
酸
性
紙
の
封
筒
に
入
れ
ら
れ
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
や
万

年
筆
で
年
代
・
内
容
な
ど
の
項
目
が
記
入
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
以
前
の
調
査
結
果

を
尊
重
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
段
階
で
は
ク
リ
ッ
プ
が
す
べ
て
サ
ビ
つ
き
、
古

文
書
に
貼
り
つ
い
て
サ
ビ
が
う
つ
っ
て
い
た
。
今
回
の
整
理
で
は
、
現
在
の
日
本
史
学
の
立

場
か
ら
、
ク
リ
ッ
プ
を
は
ず
し
て
中
性
紙
の
封
筒
に
入
れ
替
え
、
各
古
文
書
に
つ
い
て
よ
り

詳
し
い
情
報
を
鉛
筆
で
新
た
に
封
筒
に
記
入
し
、
防
虫
剤
を
投
入
し
た
。
万
年
筆
や
ボ
ー
ル

ペ
ン
な
ど
に
よ
る
記
入
は
、
イ
ン
ク
が
滲
ん
で
封
筒
や
古
文
書
を
汚
す
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
な
お
、
紙
片
や
元
の
酸
性
紙
の
封
筒
は
念
の
た
め
保
存
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に

し
て
封
筒
を
年
代
順
に
並
べ
、
今
回
の
史
料
目
録
を
作
成
し
た
。

こ
の
う
ち
、
1
鰍
沢
村
文
書
は
全
三
四
四
項
目
・
三
七
四
点
と
大
部
分
を
占
め
る
。
そ
の

中
に
、
一
部
は
青
山
靖
氏
が
そ
の
後
収
集
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
文
書
（
他
村
と
思
わ
れ
る
文

書
も
若
干
あ
る
が
、
青
山
靖
氏
収
集
文
書
と
い
う
意
味
で
こ
の
項
目
に
分
類
）
も
入
れ
て
、

今
回
の
鰍
沢
村
文
書
目
録
は
作
成
さ
れ
て
い
る
。
一
八
〇
〇
年
（
十
八
世
紀
）
以
前
の
文
書

は
九
点
の
み
で
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
一
八
〇
一
年
（
十
九
世
紀
）
以
降
の
文
書
で
あ
る
。

便
宜
上
、
富
士
川
絵
図
を
1
番
、
中
世
文
書
の
写
と
思
わ
れ
る
大
乗
院
・
福
昌
院
由
緒
書
を

2
番
と
し
た
。
2
番
に
つ
い
て
は
、『
山
梨
県
史
中
世
1　

県
内
文
書
』
三
九
二
ペ
ー
ジ
で

疑
義
の
あ
る
文
書
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

は
、
若
干
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
（
巻
末
地
図
参
照
）。

先
に
、
本
図
に
は
富
士
川
の
難
所
の
記
載
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
、
と
書
い
た
が
、
釜

口
の
特
に
岩
の
名
称
は
、
他
の
絵
図
と
比
べ
て
も
際
立
っ
て
い
る
。
銚
子
口
・
後
川
の
名
前

も
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
地
を
通
過
す
る
人
々
の
興
味
を
引
く
、
観
光
名

所
案
内
の
よ
う
な
要
素
も
、
本
絵
図
は
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、「
弥
二
石
」
の
よ
う
に
か

つ
て
こ
の
石
の
掘
削
に
功
績
の
あ
っ
た
弥
二
右
衛
門
と
い
う
人
物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
付
随
し

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
婦
の
字
が
先
に
書
か
れ
て
い
る
「
婦
夫
岩
」
な
ど
も
同
様
で
あ

ろ
う
。

ま
と
め
と
し
て
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
も
記
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
本
絵
図
の
初
め

の
部
分
、
作
者
ま
た
は
所
蔵
者
の
名
前
が
判
読
で
き
て
い
な
い
。「
藤
□
孫
印
（
朱
）」
と
し

た
が
、
□
部
分
は
読
め
な
か
っ
た
。
瀧
・
灎
・
灔
や
嬴
な
ど
候
補
に
考
え
ら
れ
る
文
字
は
い

く
つ
か
あ
る
が
、
三
文
字
の
名
前
（
あ
る
い
は
号
）
を
持
つ
人
物
を
特
定
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、
地
名
と
し
て
、
何
か
所
か
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
所
が
あ
る
。
内
船
村

か
ら
宍
原
に
向
か
う
坂
の
名
称
も
そ
の
一
つ
で
、「
長
□
坂
」
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。「
長

歳
坂
」
あ
る
い
は
「
長
澤
坂
」
な
ど
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
今
後
の
現
地
で
の
聞
き
書
き

な
ど
で
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
諸
賢
の
ご
教
示
を
御
願
い
し
た
い
。

本
絵
図
は
、
小
野
寺
氏
の
著
書
の
あ
と
、
富
士
市
立
博
物
館
（
現
富
士
山
か
ぐ
や
姫
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
）
に
よ
る
図
録
『
富
士
川
の
舟
運
』（
一
九
九
七
年
）
の
下
部
に
白
黒
で
は
あ
る
が

絵
図
全
体
が
掲
載
さ
れ
、
こ
れ
を
も
と
に
し
て
拡
大
し
た
も
の
が
、
現
在
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

さ
れ
た
同
館
二
階
の
富
士
川
水
運
の
コ
ー
ナ
ー
の
天
井
近
く
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
前
後
一

部
未
掲
載
）。
ま
た
、
二
〇
二
三
年（
令
和
五
年
）二
月
二
十
三
日
に
開
館
し
た
富
士
川
町
「
歴

史
文
化
館　

塩
の
華
」
の
「
富
士
川
舟
運
歴
史
館
」
の
展
示
で
は
、
カ
ラ
ー
で
本
図
の
全
体

像
を
展
示
し
て
い
て
見
ご
た
え
が
あ
る
。
八
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
本
図
の
全
体
像
も
是
非
ご
覧

い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
本
富
士
川
絵
図
の
地
名
解
読
に
当
た
っ
て
は
、『
山
梨
県
史
』
民
俗
部
会
の
調
査

以
来
何
か
に
つ
け
教
え
を
う
け
て
い
る
万
沢
の
鍋
田
幹
雄
さ
ん
、
ま
た
前
教
育
委
員
会
社
会

教
育
担
当
の
望
月
大
輔
さ
ん
を
介
し
て
小
林
勇
司
さ
ん
（
身
延
町
教
育
委
員
会
）・
望
月
亮

一
さ
ん
（
南
部
町
教
育
委
員
会
）
に
地
名
の
確
認
と
教
示
を
う
け
た
。
地
名
解
読
の
責
任
は

す
べ
て
筆
者
に
あ
る
が
、
多
く
の
方
々
の
ご
援
助
に
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

青
山
幸
太
家
文
書
に
つ
い
て

先
述
の
よ
う
に
、
青
山
幸
太
家
文
書
は
青
山
靖
氏
の
収
集
文
書
で
あ
る
。
青
山
幸
太
家
文

書
に
は
、
こ
の
「
富
士
川
絵
図　

Ⅱ
」
を
含
む
1
鰍
沢
村
文
書
の
他
に
、
2
馬
籠
（
ま
ご
め
）
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い
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
社
長
は
三
男
三
郎
（
明
治
二
十
一
年
生
ま
れ
、
当
時
十
八
歳
）
が
引

き
継
い
だ
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
確
認
で
き
て
い
な
い
。
現
在
わ
れ
わ
れ
が
手
に

す
る
こ
と
の
で
き
る
明
治
四
十
四
年
の
「
富
士
川
運
輸
合
資
会
社
利
益
金
配
当
及
損
益
金
精

算
表
」
に
よ
れ
ば
、
大
正
元
年
（
明
治
四
十
五
年
七
月
三
十
日
に
改
元
）
の
遠
藤
三
郎
は
、

海
野
次
左
衛
門
と
と
も
に
「
請
負
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
頃
の
株
券
の
所
持
高
は
、

1
雨
宮
英
一
郎
八
四
株
・
2
遠
藤
三
郎
八
〇
株
・
3
原
田
幸
八
（
第
六
代
・
十
四
代
・
二
十

八
代
鰍
沢
町
長
・
塩
取
扱
い
）
八
〇
株
で
、
そ
の
次
の
4
中
込
文
吉
が
四
六
株
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
三
人
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
ち
な
み
に
海
野
次
左
衛
門
は
二
二
株
で
あ
る
（『
遠
藤
聰
知

記
録
』
一
七
八
～
一
七
九
ペ
ー
ジ
）。

2
馬
籠
（
ま
ご
め
）
村
は
、
④
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
の
宗
門
人
別
帳
に
よ
れ
ば
、
村

高
三
○
一
石
余
、
十
六
軒
・
六
三
人
、
男
馬
一
疋
、
力
者
一
軒
と
あ
る
。
文
書
は
全
四
二
項

目
・
四
三
点
。
一
見
す
る
と
村
高
に
比
し
て
家
数
が
少
な
く
豊
か
な
村
に
見
え
る
が
、
⑧
文

化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
以
降
の
大
水
害
に
見
ら
れ
る
如
く
、
㉗
「
当
村
釜
無
川
と
笛
吹
川

に
挟
ま
れ
た
国
中
第
一
の
地
窪
」
と
あ
る
よ
う
に
、
甲
府
盆
地
を
流
れ
る
二
大
河
川
の
氾
濫

に
度
々
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
点
数
は
少
な
い
が
、
郡
中
惣
代
や
組
合
村
の
実
態
を
示
す
文
書
、

村
内
の
不
平
分
子
の
存
在
を
示
す
文
書
な
ど
、
興
味
深
い
文
書
が
多
い
。
馬
籠
は
中
巨
摩
郡

田
富
町
（
平
凡
社
歴
史
地
名
大
系
19
『
山
梨
県
の
地
名
』）
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
中
央
市

に
属
す
。

3
古
長
谷
（
ふ
る
は
せ
）
村
は
河
内
筋
の
富
士
川
右
岸
に
所
在
す
る
。
も
と
南
巨
摩
郡
中

富
町
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
身
延
町
に
属
す
。
寛
文
検
地
の
村
高
六
九
石
余
、
人
数
三
十
軒
・

二
〇
四
人
（
延
享
四
年
・
一
七
四
七
）
の
小
規
模
な
村
で
あ
る
（
前
掲
『
山
梨
県
の
地
名
』）。

文
書
は
、
九
項
目
十
点
で
、
す
べ
て
状
で
あ
る
。
内
容
は
曹
洞
宗
常
岳
寺
を
め
ぐ
る
惣
兵
衛

一
統
と
反
対
派
と
の
争
論
で
、
常
岳
寺
の
名
称
は
、
開
基
と
そ
の
妻
の
戒
名
か
ら
一
字
宛
と
っ

て
名
付
け
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。
番
号
①
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
の
「（
開
基
な
ど
書
上
）

覚
」
は
、
柳
沢
氏
の
甲
斐
国
入
部
に
伴
う
村
明
細
帳
の
提
出
と
同
時
に
行
わ
れ
た
寺
社
書
上

の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
番
号
②
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
は
、
比
較
的
早
い
定
免
制
の
実
施
を

示
す
。

今
回
は
富
士
川
絵
図
を
中
心
に
刊
行
し
た
が
、
青
山
幸
太
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
将
来
に

お
い
て
活
字
化
し
、
富
士
川
水
運
や
当
地
域
の
歴
史
を
よ
り
深
く
知
る
手
掛
か
り
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

�

（
菊
池 

邦
彦
）

こ
れ
以
外
の
鰍
沢
村
文
書
の
主
要
部
分
は
、
鰍
沢
の
塩
商
人
で
あ
っ
た
中
村
屋　

雨
宮
三

郎
右
衛
門
家
文
書
で
あ
る
。
雨
宮
三
郎
右
衛
門
家
は
、
少
な
く
と
も
近
世
後
期
か
ら
明
治
前

期
に
お
け
る
鰍
沢
の
有
力
者
で
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
三
郎
右
衛

門
は
六
一
才
、
十
二
人
い
る
村
役
人
の
内
最
高
齢
者
（
他
に
六
一
才
は
二
人
い
る
）
で
、
石

高
二
三
石
六
斗
余
、
上
か
ら
六
番
目
、
下
か
ら
数
え
て
七
番
目
で
、
丁
度
中
位
に
い
る
。
こ

の
う
ち
村
内
三
石
九
斗
余
・
村
外
十
九
石
七
斗
余
で
、
村
外
の
分
が
多
い
の
は
雨
宮
家
だ
け

で
あ
る
。
ま
た
、
農
間
余
業
を
「
塩
」
と
し
、
高
瀬
舟
を
八
艘
所
持
し
て
い
る
の
も
雨
宮
家

だ
け
で
あ
る
（
他
の
村
役
人
に
は
舟
の
記
載
が
な
い
）。

三
郎
右
衛
門
の
名
は
、
本
文
書
で
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
七
月
に
「
百
姓
代
三
郎
右

衛
門
」
と
あ
る
の
が
初
見
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
降
は
借
金
証
文
の
証
人
や
貸
し
主
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
特
に
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
か
ら
三
年
に
か
け
て
は
、
金
百
五
十
両
・

金
百
三
十
両
・
甲
金
六
十
両
・
金
百
五
十
両
と
続
い
て
お
り
、
い
く
ら
幕
末
の
イ
ン
フ
レ
の

時
代
と
は
い
え
、
そ
の
金
額
に
驚
か
さ
れ
る
。
雨
宮
家
は
鰍
沢
村
の
諸
家
の
中
で
も
、
そ
の

経
済
力
を
背
景
に
村
役
人
と
し
て
の
百
姓
代
に
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
明
治
元
年（
一

八
六
八
）
十
一
月
に
は
再
び
鰍
沢
村
の
百
姓
代
と
し
て
現
れ
、
明
治
四
年
八
月
に
は
長
百
姓
、

同
月
に
は
名
主
雨
宮
三
郎
右
衛
門
と
な
り
、
明
治
五
年
八
月
ま
で
見
ら
れ
る
。
明
治
七
年
七

月
に
は
副
戸
長
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
以
降
三
郎
右
衛
門
の
名
は
見
え
な
い
。

富
士
川
運
輸
会
社
社
長　
雨
宮
三
郎
右
衛
門
家
の
勢
い
は
、
富
士
川
運
輸
会
社
社
長
遠
藤

聰
知
が
、
雨
宮
家
の
次
男
隆
吉
を
養
嗣
子
と
し
て
娘
の
聟
に
迎
え
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
で

あ
ろ
う
（
残
念
な
が
ら
隆
吉
は
明
治
二
十
八
年
〔
一
八
九
四
〕
に
三
十
七
才
の
若
さ
で
亡
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
）。

こ
れ
か
ら
先
は
本
目
録
の
肩
書
の
み
の
推
定
で
あ
る
が
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）・

二
十
三
年
に
出
て
く
る
雨
宮
英
一
郎
（
第
五
代
鰍
沢
町
長
）
が
三
郎
右
衛
門
の
後
継
者
だ
と

す
る
と
、
富
士
川
運
輸
会
社
は
二
代
目
社
長
遠
藤
隆
吉
（
第
二
代
鰍
沢
町
長
で
も
あ
っ
た
）

が
亡
く
な
っ
た
明
治
二
十
八
年
以
後
、
長
男
龍
雄
（
明
治
三
十
九
年
二
十
六
歳
で
亡
く
な
っ

て
い
る
の
で
、
明
治
二
十
八
年
に
は
十
五
歳
、
叢
書
第
七
集
十
ペ
ー
ジ
系
図
参
照
）
が
社
長

と
な
り
、
雨
宮
英
一
郎
（
四
十
四
歳
）
が
後
見
人
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
284
番
・
明
治
二

十
九
年
）。
遠
藤
家
長
男
が
社
長
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
父
隆
吉
の
実
家
で
あ
る
雨
宮
家
が

若
い
社
長
を
支
え
る
構
図
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
明
治
三
十
九
年
の
龍
雄
の

死
後
は
ど
う
し
た
の
か
。

次
男
豪
男
は
す
で
に
明
治
三
十
二
年
（
十
九
歳
）
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
四
男
四
郎
は
明

治
四
十
三
年
に
十
六
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
こ
ろ
は
ま
だ
小
学
校
高
学
年
く
ら
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番号 史料名 年　代 差出人　　　　　　　　　　　　　宛名 形態 数量

１
（富士川絵図、三河岸～清水、彩
色、赤・青・黒、縦 164 ㎜ × 横
7970㎜、千鳥書房ゟ）

（年未詳）
  ．   ．

藤瀧孫（カ） 絵図
巻子 １

２
大乗院・福昌院由緒書

（『山梨県史』中世編では疑義有と
する）

元亀
2．正．7
辛未（1571）

冊 １

３
御訴訟

（十谷村の御本巣・御巣鷹山に西
郡14か村の者新規乱入し迷惑）

寛永卯
（16）．閏霜．14
（1639）

甲斐国川内十谷村� 御奉行様
名主百姓中
九左衛門
与左衛門

状 １

４
（高下村と里方十五ヶ村十谷山山
論裁許、里方十五ヶ村は御巣鷹山
の源氏か嶽入山禁止、かき打八町
山へ入相、馬草･薪など苅るべし）

正保
2．3．6
戌（1645）

坪井金太夫　宮城越前守� 甲州巨摩郡西郡筋
石川三右衛門� 里方十五ヶ村
伊奈半拾郞� 名主惣百姓中 状 １

５
甲州河内領西嶋・鳥屋・柳川村与
十谷村与
山論遂穿鑿申付ル覚

天和
2．4．26
戌（1682）

野七郎兵　渡弥兵
萩孫四　　高五左
竹監物　　渡長門

状 １

６
大小切訳御尋書上扣 延享

３．12．
寅（1746）

十谷村名主半兵衛
長百姓庄右衛門
同又左衛門　左五右衛門

状 １

７
差出申一札之事

（青柳河岸と鰍沢河岸出入）
宝暦
  ．   ．

（1751～）

訴訟方青柳村� 御奉行所
名主問屋兼帯太郎左衛門
長百姓長右衛門（他3名）
相手方鰍沢村名主問屋兼帯玉之丞（他17名）

冊 １

８ （綴紐切、鰍沢河岸と青柳河岸の
出入カ、寛延2年〔1749〕以降）

（年未詳） 冊 １

９
郡中定之事（百姓衣類・諸勧化・
年貢日限厳守）

安永
３．1０．
午（1774）

上川内領村々
状 １

１０
（表紙欠、鰍沢村明細帳、後半は
天明四年「五人組御仕置帳」）

天明
４．３．
辰（1784）

鰍沢村名主� 中井清太夫様御役所
冊 １

１１
差出申一札之事（世柄悪く３年間
酒・飴・菓子など禁止）、相定メ
申蓮判之事（博奕禁止、百日戸〆）

（１紙に２点）

文化
１１．１１．
戌（1814）

百姓代粂右衛門� 村役人中
同断重左衛門
組頭秀八 状 １

１２
往来一札之事

（銀兵衛諸国一千ヶ寺参詣）
文政
元．８．
戊寅（1818）

身延山久遠寺末� 諸国御寺院衆中
甲州八代郡石和宿
遠妙寺

状 １

１３
鰍沢河岸焼失ニ付村々ゟ江戸表江
願書写し

文政
４．１１．
巳（1821）

惣代中楯村源兵衛� 御奉行所
　　上津金村次郞左衛門 冊 １

１４

鰍沢河岸場出入済口書物 文政
４．１２．
巳（1821）

小野田三郎右衛門御代官所� 御奉行所
甲州巨摩郡百五拾三ヶ村
同山梨郡三拾八ヶ村
右百九拾壱ヶ村惣代
東組甲州巨摩郡中楯村
長百姓源兵衛（他8名）

冊 １

１５
差上申年賦証文之事（伊右衛門金
171両余を40ヶ年賦願など）

文政
６．７．
未（1823）

駿州清水湊御廻米問屋初次郞　　　林金五郎様
同国蒲原濱御廻米問屋五左衛門　　　御役所
同国岩渕河岸御廻米問屋伊右衛門

状 １

青山幸太家所蔵　　　　1 鰍沢村文書目録　　　　　　年代順
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番号 史料名 年　代 差出人　　　　　　　　　　　　　宛名 形態 数量

１６
日本通行状　写

（藤沢大上人日本国中遊行中）
文政
７．２．始メ
申（1824）

老中連判� 日本国中嶋々迄
寺社奉行連判� 諸宗寺院共江
所司代加判

状 １

１７
冨士川通水行直御普請仕来申上
候書付（羽鹿嶋村内天神ヶ瀧玄石
難船場普請許可）

文政
７．３．
申（1824）

鰍沢河岸� 御普請御掛
青柳河岸� 御役人中様
黒沢河岸
羽鹿嶋村

冊 １

１８
下田原村新開堰普請入用御金主
願口上書

文政
７．閏8．
申（1824）

請負人手打沢村要助　　　　　　鰍沢村長百姓
　　　　　　　　　　　　　　　多右衛門様 冊 １

19
去酉御年貢

（年貢受取皆済）
（文政9カ）
．３．９
戌（1826）

黒沢村名主　　　　　　　　　　　鰍沢村
甚左衛門　　　　　　　　　　　　多右衛門殿 状 １

２０
酉御年貢皆済目録（米80石0608、
永161貫99文）

文政
９．４．
戌（1826）

林金五郎　　　　　　　　　　　右村　名主
� 長百姓
� 惣百姓

状 １

２１
定（香具師、鰍沢・長沢･小林・
落合・荊沢・塚原・下宮地・小笠
原）

文政
10．10．
亥（1827）

右村々名主惣代
八代郡黒沢村長百姓金兵衛
巨摩郡鰍沢村名主長蔵

状 １

２２
用水川除御普請出来形ヶ所附帳 文政

11．９．
子（1828）

鰍沢村百姓代惣左衛門　　　　　　御普請御掛
　　　長百姓清左衛門　　　　　　御役人中様
　　　名主太右衛門

冊 １

２３
当丑春駿州往還道橋御普請出来
形帳

文政
12．３．
丑（1829）

鰍沢村百姓代惣左衛門　　　　　　御普請御掛
　　　長百姓清左衛門　　　　　　御役人中様
　　　名主太右衛門

冊 １

２４
子御年貢皆済目録（米53石9228、
永107貫352文２分）

文政
12．４．
丑（1829）

野　彦右衛門　　　　　　　　　　名主
　　　　　　　　　　　　　　　　長百姓
　　　　　　　　　　　　　　　　惣百姓

状 １

２５
奉差上済口証文之事（近年塩升目
減少に付岩渕・蒲原浜と議定）

（文政12）
  ．   ．

（丑）（1829）

郡中惣代巨摩郡田嶋村　　　　　　市川御役所
七郎左衛門（他７名）
鰍沢村名主問屋兼長百姓長蔵（他９名）

状 １

２６
丑御𢌞米一紙仕上扣

（米7176石余、19933俵余、船622
艘余）

文政
13．２．
寅（1830）

鰍沢河岸
問屋　太右衛門 冊 １

２７
御蔵壁御修覆雨除板葺
木御普請目論見帳

文政
1３．４．
寅（1830）

巨摩郡鰍沢村百姓代又八　　　吉川栄左衛門様
御廻米取締役喜平治　　　　　　　甲府御役所
同問屋太右衛門

冊 １

２８
差出申一札之事（肥前国古賀下渕
村ちせ26歳死亡、村方作法通願う）

文政
1３．９．
寅（1830）

宿　喜右衛門　　　　　　　　　　御村役人中
組合　杢左衛門
親類　伝兵衛

状 １

２９
（鰍沢村名主喜平次など今般稀な
る大地震、差出金願、潰家の者は
名主宅に集まるべし）

（天保元）
．１２．
寅（1830）

市川御役所　　　　　　　　　　　鰍沢村小前
状 １

３０
辰御年貢皆済目録（米69石0728江
戸御廻米、永123貫581文7分）

天保
４．４．
巳（1833）

山　銕五郞　　　　　　　　　　右村　名主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　長百姓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　惣百姓

状 １

３１
巳御年貢皆済目録（米63石1103江
戸御廻米、永128貫585文4分）

天保
５．４．
午（1834）

山　銕五郞　　　　　　　　　　右村　名主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　長百姓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　惣百姓

状 １

３２
鰍沢河岸御蔵臺矢来其外御修覆
目論見帳

天保
５．１０．
午（1834）

鰍沢河岸問屋太右衛門　　　　　　甲府御役所
同　　　名主清左衛門
同　　　取締役喜平次（他2名）

冊 １
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３３
乍恐以書付奉願上候

（長百姓太右衛門病死に付、忰弥
五左衛門役入願）

天保
８．６．
酉（1837）

鰍沢村　　　　　　　　　　　　　市川御役所
名主弥市右衛門
長百姓喜平次
百姓代紋蔵

状 １

３４
（鰍沢村絵図、彩色、茶・朱・墨、
船数85・家数731・人別3278人）

天保
９．４．
戌（1838）

名主清左衛門
長百姓弥市右衛門
百姓代粂之丞

図 １

３５
（鰍沢村絵図、彩色、茶・朱・墨、
小字名有、95．5×68．5㎝）

（天保９頃カ）
  ．   ．

（1838）
図 １

３６
（鰍沢村絵図、彩色、茶・青・墨、
66.0×48．5㎝）

（天保９頃カ）
  ．   ．

（1838）
図 １

３７
亥御年貢皆済目録（米90石077、
永138貫150文１分７厘）

天保
１１．４．
子（1840）

小　藤之助　　　　　　　　　　右村　名主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　長百姓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　惣百姓

状 １

３８
当寅年宗旨人別改帳

（下柚木村、持高記載有）
天保
１３．３．
寅（1842）

山梨郡　　　　　　　　　　　　　石和御役所
下柚木村 冊 １

３９
諸訳明細書上帳

（浅原村）
天保
１４．９．
卯（1843）

甲斐国巨摩郡
浅原村 冊 １

４０
御普請役上川傳一郎様被仰付候
間、心得書差上申候村方扣

弘化
２．８．
巳（1845）

名主　　　　　　　　　　　　　　御普請御掛
弥五左衛門　　　　　　　　　　　御役人中様 冊 １

４１
巳御年貢皆済目録（米87石9021、
永154貫394文７分）

弘化
３．４．
午（1846）

高　又蔵　　　　　　　　　　　右村　名主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　長百姓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　惣百姓

状 １

４２
（前欠、河原部新河岸取立反対） 弘化

３．６．13
午（1846）

高山又蔵御代官所甲州巨摩郡　　　御奉行所様
鰍沢河岸・青柳河岸両河岸
問屋村役人惣代小前兼
鰍沢河岸百姓善兵衛

状 １

４３
出府中諸用留帳 嘉永

元．１０．
申（1848）

中込清左衛門
遠藤弥五左衛門 冊 １

４４
乍恐以書付奉願上候（1月に３日宛
の紙市立願、運上も納める旨）

嘉永
２．１１．
酉（1849）

（市川大門村）　　　　　　　　　　市川御役所
名主甚兵衛
長百姓喜八郎
同　權右衛門（他２０名）

冊 １

４５
酉 御 年 貢 皆 済 目 録（米104石
5091、永156貫972文６分）

嘉永
３．４．
戌（1850）

荒　清兵衛　　　　　　　　　　右村　名主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　長百姓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　百姓代

状 １

４６
御蔵場御米附入御門御修覆出来
形并根太木書上帳控

嘉永
４．１２．
亥（1851）

鰍沢河岸
冊 １

４７
（本潰家・半潰家、梁間・行間書上）（嘉永５）

．8．26
壬子（1852）

□□村　　　　　　　　　　　　　市川御役所
名主
長百姓

状 １

４８
当子御廻米請取（御米3俵こも半
不足、太郞兵衛）

嘉永
５．11．晦
子（1852）

問屋太郎左衛門　　　　　　　　　　落合村
　　　　　　　　　　　　　　　　　御名主中 状 １
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４９
当子御廻米請取（御米5俵苽半不
足、岩右衛門）

嘉永
５．11．晦
子（1852）

問屋太郎左衛門　　　　　　　　　　落合村
　　　　　　　　　　　　　　　　　御名主中 状 １

５０
当子御廻米請取（御米5俵菰半不
足、庄次郞）

嘉永
５．12．朔
子（1852）

問屋太郎左衛門　　　　　　　　　　落合村
　　　　　　　　　　　　　　　　　御名主中 状 １

５１
駿府御目付御用留（内題、永見健
次郎様御用留　御本陣中込清左衛
門、丑～午）

嘉永
６．９．
癸丑（1853）

問屋
冊 １

５２
御運賃金増方御伺書（三河岸ゟ岩
渕河岸迄川下賃）

嘉永
７．１１．
寅（1854）

鰍沢河岸扣
冊 １

５３
地震諸入用（大冊） 嘉永

７．１１．４
寅（1854）

鰍沢宿
原田弥市右衛門 横 １

５４
御廻米御川下御運賃増永返納願
書

安政
２．３．
卯（1855）

鰍沢河岸　　　　　　　　　　　　市川御役所
冊 １

５５
屋敷敷金之事

（甲金5両）
安政
３．５ ．
辰（1856）

与八　　　　　　　　　　　　　　　　恒庵殿
証人　定七郎 状 １

５６
乍恐以書付奉願候（質屋稼人2名、
永267文外10文切替増永跡請願）

（安政４）
．２．１７
巳（1857）

鰍沢村百姓代　正蔵　　　　　　　市川御役所
　　　　百姓　其右衛門
　　　　名主　弥五左衛門 状 １

５７
乍恐以書付奉願候（大豆并肥糟代
滞御利害願、相手飯喰村伊兵衛57
両3分余・与兵衛9両1分3朱余）

安政
４．２．
巳（1857）

願人　鰍沢村　　　　　　　　　　甲府御役所
百姓　仁左衛門　　　　　　（市川御役所添翰願） 状 １

５８
乍恐以書付御歎願奉申上候（芝居
狂言一件で入牢中の長百姓長蔵忰
愼一郞と百姓和助、病気薬用中宿
下げ）

（安政４）
．５．１３
巳（1857）

鰍沢村名主　弥五左衛門　　　　　市川御役所
　　長百姓　清左衛門
　　　（他３名） 状 １

５９
乍恐以書付御歎願奉申上候（鰍沢
村去月16日狂言一件で百姓幸八他
16人入牢中、御慈悲願）

（安政４カ）
  ．   ．
巳（1857）

最勝寺村名主左次兵衛（他2名）　市川御役所
大椚村・青柳村・長沢村・高田村
・下大鳥居村・黒沢村（村役人連印）

状 １

６０

乍恐以書付御歎願奉申上候（今般
八代郡下大鳥居村で召捕えられた
長吉は江戸花川戸出生の髪結職
で、私共作間髪結渡世存知の者へ
吟味後引渡し願）

（安政４）
．閏5．25
巳（1857）

鰍沢村百姓　弥吉　　　　　　　　市川御役所
　　　　同　勝兵衛

状 １

６１
乍恐以書付奉願候（大炮鋳立用途
上納増金、質屋稼人・酒造稼人・
水車稼人ゟ）

（安政４）
．６．２７
巳（1857）

鰍沢村名主　弥五左衛門　　　　　市川御役所
　　長百姓　清左衛門
　　百姓代　正蔵

状 １

６２
乍恐以書付奉申上候（当3月中、
村内若者共芝居開催、出役に手向
い逃去る一件、村方かくまう噂を
否定）

安政
４．７．２１
巳（1857）

鰍沢村名主　弥五左衛門　森田岡太郎様御手附
　　長百姓　清左衛門　　　　岡田栄八様
　　　（他9名）　　　　　　　 同柴田伴一郎様 状 １

６３

乍恐以書付御届奉申上候（当月8
日ゟの大雨出水による富士川・戸
川・大柳川通の欠所・崩所・流失
など届書、同文２通）

安政
４．７．
巳（1857）

森田岡太郎御代官所　　　　　　御普請御掛り
甲州巨摩郡鰍沢村　　　　　　　御役人中様
　名主　弥五左衛門
長百姓　長次右衛門
百姓代　三郎右衛門

状 ２
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６４
乍恐以書付奉願上候（戸川通字起
道堤切所でき、自普請築立願）

安政
４．８．５
巳（1857）

鰍沢村名主　弥五左衛門　　　　御普請御掛り
　　長百姓　長次右衛門　　　　御役人中様
　　百姓代　三郎右衛門

状 １

６５
駿州往還来午春御普請ヶ所書上帳 安政

４．８．
巳（1857）

鰍沢村名主　弥五左衛門　　　　　市川御役所
　　長百姓　長次右衛門　　　　　　 冊 １

６６
来午春定式御普請目論見ヶ所書上
帳（村方扣）

安政
４．８．
巳（1857）

鰍沢村名主　弥五左衛門　　　　　市川御役所
　　長百姓　長次右衛門　　　　　　
　　百姓代　七右衛門

冊 １

６７
乍恐以書付御歎願奉申上候（長百
姓長蔵忰愼一郞、入牢中重病のた
め、療養中宿下げ願）

（安政４）
  ．   ．
巳（1857）

巨摩郡
（以下記載なし） 状 １

６８
御手形扣（川除御普請御入用諸色
代永人足賃永御扶持米共請取、但
具体的数字なし）

安政
５．２．
午（1858）

鰍沢村名主　弥五左衛門　　　　　御普請御掛
　　長百姓　長蔵　　　　　　　　御役人中様
　　百姓代　次郎八（佐々井半十郞様市川御役所）

冊 １

６９
臨時御通行助郷人足割御用留弐
番

安政
５．２．
午（1858）

名主
弥五左衛門 冊 １

７０
紀州様御産塩御廻御差止嘆願書
写（他、掘田備中守殿御渡被成候
御書付写、異国船渡来ニ付

安政
５．７．９
午（1858）

鰍沢河岸　　　　　　　　　　　御館様御城附
問屋役人塩商人惣代　　　　　　御役人中様
組頭九兵衛（他4名）　　　　　　　（他4名）

冊 １

７１
甲州御𢌞米岩渕河岸（内に甲州御
𢌞米清水湊当午年年季切替仕法
帳あり）

安政
５．９．
午（1858）

駿州岩渕河岸　　　　　　　　　　御年番
御廻米問屋　　　　　　　　　　　石和御役所
伊右衛門

冊 １

７２
日記

（金銭出入、年鈺覚など）
安政
５．９．吉
午（1858）

耕堂
横 １

７３
借地証文之事（下畑1畝歩、地代
金28匁8分、当午暮～申暮迄3年
季、代金毎年極月20日限、袋共）

安政
５．12．24
午（1858）

借主　源弥　　　　　　　　　　三郎右衛門殿
証人　芳兵衛
親類　平市

状 １

７４
借用申金子証文之事（金8両甲金、
引当下畑19歩半、畑屋敷成、5年
季、名主長次右衛裏印）

安政
５．極．
午（1858）

質主　栄左衛門　　　　　　　　三郎右衛門殿
親類証人　新七 状 １

７５
差出申一札之事（縫蔵他出中、屋
敷年季期限に付、当月30日迄延日
願）

安政
６．４．
未（1859）

岩淵村　　　　　　　　　　　　　鰍沢河岸
縫蔵親類　縫左衛門　　　　　　　清左衛門殿
　同　　　直兵衛
　同　　　縫平（他1名）

状 １

７６
差出申一札之事（縫蔵屋敷、日限
過ぎ、来25日迄日延願）

安政
６．７．
未（1859）

岩渕村　当人縫蔵　　　　　　　甲州鰍沢川岸
親類　縫左衛門　　　　　　　　　　九兵衛殿
同　　丈助（他3名）

状 １

７７
差上申御猶予一札之事（去巳午両
年年貢夫銭未納御出役呼出し、明
３日迄日延願）

安政
６．８．２
未（1859）

当人　長吉　　　　　　　　　　　　御出役
組合　与市右衛門　　　　　　　　　御役人様
同　　佐兵衛

状 １

７８
差上申御猶予一札（之）事（去巳
午両年年貢夫銭滞、御出役呼出
し、上納今夕方迄猶予願）

安政
６．８．２
未（1859）

当人　由兵衛　　　　　　　　　　　御出役
組合　新兵衛　　　　　　　　　　　御役人様
同　　徳兵衛

状 １

７９
（前欠、差出人と宛名のみ） 安政

６．８．２
未（1859）

禅宗西光寺　　　　　　　　　　　　御出役
住主他行ニ付　　　　　　　　　　　御役人様
梅久保組檀方惣代重兵衛

状 １

８０
乍恐以書付奉申上候（長知沢村の
出作百姓半兵衛など15名年貢夫銭
未納、御出役呼出し、昨2日不残
皆済）

安政
６．８．３
未（1859）

鰍沢村名主　清左衛門　　　　　御出役
長百姓　長次右衛門　　　　　　野中忠三郎様
百姓代　七右衛門 状 １
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８１
乍恐以書付奉願上候（鰍沢村百姓
栄八、去ル辰巳午3ヶ年年貢諸夫
銭滞、来15日迄猶予願）

安政
６．８．４
未（1859）

右栄八組合惣代　辰兵衛　　　　御出役
同　作兵衛　　　　　　　　　　野中忠三郎様
親類辰右衛門（他3名）

状 １

８２
安政六己未暦

（木版、折本）
安政
６  ．   ．
己未（1859）

江戸暦開板所
近江屋新八 状 １

８３
安政再刻　年数早見

（木版、大化～安政6未迄、墨・朱
２色）

安政
６  ．   ．
己未（1859）

（袋入）
袋 １

８４
一札（拙寺檀那荊沢村百姓伝右衛
門、当国身延山并諸国霊場参詣に
罷出る）

安政
７．正．
申（1860）

身延久遠寺末　　　　　　　　　　諸国所々
甲州巨摩郡荊沢村　　　　　　　　御関所
法泉寺㊞　　　　　　　　　　　　御役人衆中

状 １

８５
往来一札（荊沢村百姓伝右衛門、
当国身延山并諸国在々所々霊場往
拝に罷出る、包紙共）

安政
７．正．
申（1860）

甲州巨摩郡　　　　　　　　　　諸国在々所々
身延久遠寺末　　　　　　　　　御寺院衆中
同国同郡西郡筋荊沢村
法泉寺

包 １

８６
（前欠、新規川除堤築立出入、済口） 万延

元．８．
申（1860）

八代郡高田村（他8ヶ村）　　　　市川御役所
巨摩郡大田和村（他11ヶ村）
右村々惣代高田村名主与左衛門（他8名）

状 １

８７
借用申証文之事（甲金10両、申10
月ゟ戌10月迄、利足は屋賃請取）

（以下、101迄証文一括）

万延
元．10．
申（1860）

与八　　　　　　　　　　　　　治郞左衛門殿
状 １

８８
覚（金30両借用、来る晦日迄、文
久元年と推定）

（文久元）
．２．１２
酉（1861）

丸屋忠右衛門　　　　　　　遠藤長次右衛門様
証人　中村屋三郎右衛門 状 １

８９
差入申一札之事（質地の屋敷を借
地とする事承知）

文久
２．正．
戌（1862）

与八　　　　　　　　　　　　　三郞右衛門殿
状 １

９０
借地証文之事（屋敷1ヶ所、銭50
貫文、当戌正月～未暮迄10年季）

文久
２．正．
戌（1862）

借地主　忠右衛門　　　　　　　三郎右衛門殿
証人　市左衛門 状 １

９１
覚（金20両借用、来3月晦日迄、
袋共）

文久
２．２．
戌（1862）

借主　忠右衛門　　　　　　　　長次右衛門様
証人　三郎右衛門 状 １

９２
質入申屋敷之㕝（屋敷16歩、代金
１両2分、当戌暮～子暮迄、3年季）

文久
２．２．
戌（1862）

質主　銀次郎　　　　　　　　　三郎右衛門殿
証人　次郎兵衛
組合　丈右衛門（他1名）

状 １

９３
覚（甲金5両、忠右衛門殿分請取）（文久２）

．11．21
戌（1862）

与八　　　　　　　　　　　　　　　音兵衛殿
状 １

９４
質地証文之事（裏屋敷1ヶ所、代
金5両甲金、当戌暮～子暮迄3年
季、利足8月迄1割2分五厘）

文久
２．12．
戌（1862）

借主　与八　　　　　　　　　　　仁左衛門殿
証人　直右衛門 状 １

９５
覚（金1両辰年甲5両に成、甲子3
月14日丸屋忠右衛門様ゟ差引）

（元治元）
．３．４
甲子（1864）

丸屋福太郞　　　　　　　　　丸屋忠右衛門様
状 １

９６
覚

（大屋主人甲5両書面）
（元治元）
．３．1４
甲子（1864）

丸仁　　　　　　　　　　　　　　丸忠サマ（カ）
状 １

９７
質地証文之事（金7両2分、屋敷畑
建屋、当子春～辰暮、5年季）

文久
４．３．
子（1864）

借主　佐五兵衛　　　　　　　　三郎右衛門殿
証人　佐助 状 １
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９８
覚（金3両借用） （元治元）

．12．11
子（1864）

與八　　　　　　　　　　　　丸屋忠右衛門様
状 １

９９
覚（銭8貫文借用、甲府麻屋勘助
江戸表より帰宅次第返済）

（慶応元）
．正．1２
丑（1865）

一　　　　　　　　　　　　　　　丸屋
◯　与八　　　　　　　　　　　　忠右衛門様 状 １

100
借用申金子之事（金150両文金、
来未暮迄7年季、年1割利、表土蔵
3×8間、裏土蔵2間半×４方、屋敷
図有）

慶応
元．１１．
丑（1865）

借主　忠右衛門　　　　　　　　三郎右衛門殿
証人　市左衛門 状 １

101
覚（証文11本、右金高甲金60両・
金23両・銭24貫文、外金3両・5両、
貴殿ゟ借用金引当として預ける）

（※ここまで一括）

慶応
元．１２．
丑（1865）

丸屋忠右衛門　　　　　　　　　中村屋
布袋屋市左衛門　　　　　　　　三郎右衛門様 状 １

102
対談書之事（当村役人少ニ付名主
交代の上新長百姓仕立てる）

文久
３．７．晦
亥（1863）

鰍沢村名主　長治右衛門　　　最勝寺村
長百姓　清左衛門　　　　　　立入人

（他9名）　　　　　　　　　　 長百姓粂右衛門
状 １

103
（蛤御門の変の様子、書簡の体裁） 元治

元．．
（1864）

冊 １

104
差上申鉄砲証文之事（非常時には
御陣屋へ駆付ける）

元治
２．２．
丑（1865）

鰍沢村　誰
　　　　名主 状 １

105
元治二子（丑）年四月中、従朝廷
勅答十八ヶ條之写

元治
２．４．
丑（1865）

家茂
冊 １

106
家数覚（字入り道通路度々差支一
同難渋、差支無きを願う、８９人）

（慶応元）
．２．
丑（1865）

惣代　政八　友右衛門　　　　　御村役人中様
利八　吉右衛門
增右衛門　茂右衛門

冊 １

107
岩渕借地覚（７００文藤吉など合計
２３人）

（慶応元）
．閏5．２
丑（1865）

北人ゟ　　　　　　　　　　　　／・印様
状 １

108
𣇃米村忠次郞分
大豆押切帳

慶応
元．１２．吉
丑（1865）

東酒屋
喜平次 冊 １

109
借用申金子之事（金130両、質物
別紙無尽取金、3年季、利足金13
両宛）

慶応
２．正．
寅（1866）

楠甫村借主　丈右衛門　　　　　鰍沢村
　　　証人　宇兵衛　　　　　　三郎右衛門殿
　　　同断　忠三郎

状 １

110
御触書御請印形帳 慶応

２．３．
寅（1866）

巨摩郡鰍沢村　　　　　　　　　　市川御役所
冊 １

111
往来手形之事（最勝寺村百姓亀三
郎２３歳、上州草津入湯、御代官様
御印鑑并御鑑札２枚渡す、包紙共）

慶応
２．７．２
寅（1866）

右村名主　　　　　　　　　　御関御番衆中様
左次兵衛　　　　　　　　　　宿村御名主中様
� （→332）

状 １

112
慶応弐寅年御拝借金（金百両、夫
喰御手当御拝借金、卯ゟ未迄5年
賦）

慶応
２  ．   ．
寅（1866）

横 １

113
諸用留 慶応

３．正．
卯（1867）

遠藤長次右衛門
冊 １

114
借用申金子之事（金150両、質地
合1反９畝6歩、月1割５分利、来９月
中返済）

慶応
３．３．１４ 
卯（1867）

西嶌村借主　新兵衛　　　　　　鰍沢村
　　同証人　幸助　　　　　　　三郎右衛門殿
　　　

状 １
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115
奉請取米金之事（富士川など村方
地内普請入用）

慶応
３  ．   ．
卯（1867）

鰍沢村百姓代七右衛門　　　　　安藤傳蔵様
　　　長百姓長蔵　　　　　　　　市川御役所
　　　名主市左衛門

状 １

116
（前欠、賊徒誅戟など） 慶応

４．正．
戊辰（1868）

参与
冊 １

117
廻状

（鰍沢旅宿へ罷り出るべし）
慶応
４．４．５
辰（1868）

市川御役所　　　　　　　　鰍沢村　青柳村
　　　　　　　　　　　　　最勝寺　大椚村 状 １

118
対談書一札之事

（金子返済、来ル7月迄延月願）
慶応
４．閏４．１３
辰（1868）

駿河国岩渕村　　　　甲州鰍沢宿三郎右衛門殿
質地主　茂兵衛　　　　　同黒沢村由右衛門殿
親類　庄吉（他3名）

状 １

119
瞽女座元　上飯田新町組（㊞２つ、
木札裏表か）

慶応
４．５．
戊辰（1868）

図 １

120
（前欠、夫銭への利銀に付出入り） 慶応

４．９．
辰（1868）

訴訟方甲州八代郡高田村　　　　　　　御役所
名主勝右衛門（他11名）
相手方　同村長百姓小兵衛（他3名）

冊 １

121
古株酒造高差上帳 明治

元．１０．
辰（1868）

鰍沢村
長次右衛門 冊 １

122

奉請取米金之事（金20両、当辰秋
富士川通急破川除普請入用金等）

明治
元．１１．
辰（1868）

成沢勘左衛門支配所　　　　　　御普請御掛り
甲州巨摩郡鰍沢村　　　　　　　御役人中様
百姓代　三郎右衛門
長百姓　市左衛門
　名主　長蔵

状 １

123
差入申一札之事（米代残金凡四百
両分の杉小割筏40、米・炭4千俵
を引き渡す、奥書覚有り）

明治
元．１２．９
辰（1868）

帯金村　政八郎　　　　　巨摩郡鰍沢村
立会　作左衛門　　　　　中村屋三郎右衛門殿 状 １

124
乍恐以書付奉歎願候（御一新の
際、新河岸差し止め願）

（明治元）
  ．   ．

（1868）
冊 １

125
（堤築立仕様参考例、堤の絵図有） 明治

２．２．
巳（1869）

河瀬外御支配所　　　　　　　　営繕司御判事
下総郡（国）葛飾郡行徳領　　　　新蠖蔵様
本行村名主權三郎

冊 １

126
売渡申田地証文之事（反別合2反
6畝17歩、代金65両、寅暮迄10年
季、外ニ金10両）

明治
２．３．
巳（1869）

小田船原村　　　　　　　　　　鰍沢宿
売主　五兵衛　　　　　　　　　三郎右衛門殿
証人親類　五左衛門（他2名）

状 １

127
助郷高并家数人別書上帳 明治

２．４．
巳（1869）

巨摩郡鰍沢宿　　　　　　　　　市川御役所
問屋　長蔵
年寄　喜平治

冊 １

128
奉請取金子之事（当巳定式川除普
請入用）

明治
２．４．
巳（1869）

鰍沢村　　　　　　　　　　　　　　　御役所
百姓代　三郎右衛門
長百姓　長次右衛門
名主　長蔵

状 ２

129
奉請取御扶持米之事（当巳春定式
川除普請入用）

明治
２．４．
巳（1869）

鰍沢村　　　　　　　　　　　　　市川御役所
百姓代　三郎右衛門
長百姓　遠藤太右衛門
　名主　長蔵

状 ２

130
社寺其外宗門帳差出方書付　扣

（鰍沢村内朱印・墨印・除地など）
明治
２．７．
巳（1869）

鰍沢村　名主　長蔵　　　　　　　市川御役所
長百姓　長次右衛門
百姓代　三郎右衛門

状 １
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131
（明治2巳～３庚午～明治5壬申、法
令抜書カ、綴紐切れ）

明治
２．８．１３
巳（1869）

冊 １

132
借用申金子之事（金10両、来ル12
月15日限）

明治
２．９．２９
巳（1869）

上川傳一郎　　　　　　　　　　大椚村
　　　　　　　　　　　　　　　五左衛門殿
　　　　　　　　　　　　　　　宗八郞殿

状 １

133
乍恐以書付奉願上候（青柳河岸御
廻米御蔵臺際ゟ下道筋の地窪を上
げ、新規堤築立迷惑）

明治
２．１０．
巳（1869）

高田村名主　　　　　　　　　　堤防御掛り
喜内　　　　　　　　　　　　　御役人中様

（他16名）
冊 １

134
議定為取替之事

（土地出入り内済）
明治
２．１１．
巳（1869）

伝之丞　八十郞　　　　　　　　村方御役許様
立入人訳方惣代之内
次左衛門　仁左衛門　順平

状 １

135
高瀬舟取調書

（明治2年頃か）
（年未詳）
  ．   ．

（　　）
状 １

136
（鰍沢村年貢未納人帳断簡カ、明
治2巳年と推定、綴紐切れ）

（明治２カ）
  ．   ．
巳（1869）

横 １

137
（鰍沢村絵図、彩色、茶・朱・墨） 明治

３．３．
午（1870）

鰍沢村　百姓代　三郎右衛門　　　市川御役所
長百姓　中込佐左衛門
　名主　長次右衛門

図 １

138
（用水絵図、富士川有、彩色、青・
紺・朱・肌色・墨）

明治
３．３．
午（1870）

甲州巨摩郡伊沢村
願人長百姓　作兵衛
八日市場村
願人百姓　宗平

図 １

139
差出申一札之事（百姓新太郞娘古
登17才、其御村長百姓新五右衛門
養女に遣わす）

明治
３．５．１
午（1870）

鰍沢村　　　　　　　　　　西条新田村
名主　長次右衛門　　　　　御名主　三四郎殿 状 １

140
新規役入弁上納連印証文（百姓代
三郎右衛門当午61才を新規に長百
姓にする）

明治
３．７．
庚午（1870）

巨摩郡
鰍沢村 横 １

141
明渡申証書之事（質地入れ屋敷受
戻し兼、当月晦日には明渡す）

明治
３．７．
庚午（1870）

佐五兵衛　　　　　　　　　　　三郎右衛門殿
親類　乙重郞
証人　政七

状 １

142
□□下調

（村役人12軒別冊）
明治
３．８．吉
庚午（1870）

綴 １

143
質地証文（反別合4反4畝4歩、此
俵付35俵半、金200両、酒造仕入
金に差詰り、１年季）

明治
３．閏１０．
庚午（1870）

車田村　　　　　　　　　　　　鰍沢宿
借用人　嘉右衛門　　　　　　　三郎右衛門殿
　証人　六左衛門（他2名）

状 １

144
鰍沢宿（辰年分飯料内訳、金９８匁
1分5厘不足、送って欲しい）

（明治３）
．１１．９
午（1870）

甲府魚町壱丁目　　　　　　　　鰍沢宿
河内屋半七　　　　　　　　　　布袋屋
　　　　　　　　　　　　　　　市左衛門様

冊 １

145
覚（玄米・酒・棉実運賃の残金下
付願）

明治
３．１１．２７
午（1870）

鰍沢河岸　　　　　　　　　　　入塩御掛り
遠藤太右衛門　　　　　　　　　御役人中様 冊 １

146
売渡申田地証文之事（下田1筆１畝
23歩、代金15両甲金、卯暮迄10年
季、名主友兵衛）

明治
３．１１．
午（1870）

小田船原村　　　　　　　鰍沢村
売主　五兵衛　　　　　　中村屋三郎右衛門殿
証人　儀兵衛

状 １

147
小作証文之事（反別合2反９畝2歩、
小作入大枡2斗入、作徳11月）

明治
３．１１．
庚午（1870）

巨摩郡相又村　　　　　　鰍沢村
小作人　三右衛門　　　　三郎右衛門殿
同郡門野村証人　幸蔵

状 １
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148
借用金仮手形之事（代金凡80両、
村内精右衛門へ質入期限、
代金に差詰り借用、包紙共）

明治
４．２．
未（1871）

鰍沢村借用人忠蔵跡庄助　　雨宮三郎右衛門殿
親類惣代西南胡村
証人　甚左衛門（他1名）

状 １

149
対談書之㕝（蚕種多分の損耗、質
物は後日手形差し入れる）

（明治４）
．２．
未（1871）

新兵衛　　　　　　　　　　　　　　鰍沢
　　　　　　　　　　　　　　　　　文蔵殿 状 １

150
乍恐以書付奉願上候（鰍沢河岸の
悪弊改革は三河岸一体を願う）

（明治４）
．３．１１
辛未（1871）

右鰍沢村　　　　　　　　　　　　　甲府
問屋　　　　　　　　　　　　　　　御役所
遠藤長次右衛門

冊 １

151
乍恐以書付見込奉申上候（私共５
人に塩取扱い願）

（明治４）
．6．２６
辛未（1871）

巨摩郡鰍沢村入塩取扱人　　　　　甲府御役所
中込清左衛門　雨宮三郎右衛門
右両人代兼遠藤太右衛門（他2名）

冊 １

152
差上申済口証文之事（黒沢村名主
役交代滞一件）

明治
４．７．２８
未（1871）

黒沢村名主　　　　　　　　　　　市川御役所
渡辺縫右衛門

（他11名）
冊 １

153
戸川新川通両縁堤減所御届書　扣 明治

４．８．２７
辛未（1871）

巨摩郡
鰍沢村 冊 １

154
（金150疋、御肴代受取） （明治４）

．８．３０
未（1871）

青柳村　　　　　　　　　　　　遠藤御主人様
治郞八 状 １

155
名主中込清左衛門ゟ長百姓雨宮
三郎右衛門江交代之願書　扣

（明治４）
．８．
辛未（1871）

鰍沢村名主　中込清左衛門　　　　市川御役所
　　長百姓　雨宮三郎右衛門
　　　　同　保坂市左衛門（他8名）

冊 １

156
訴事扣（辛未8月～壬申7月28日、
送籍・旅行届と盗難等記録）

明治
４．８．
辛未（1871）

名主
冊 １

157
御用御宿控帳（英人・米人の宿泊
も見られる）

明治
４．８．
未（1871）

名主
三郎右衛門 横 １

158
御廻状写 明治

４．８．
辛未（1871）

冊 １

159
清酒濁酒醤油鑑札收與其外規則
書

明治
４．８．
辛未（1871）

市川庁
冊 １

160
去午御年貢請取

（小手形カ）
（明治４カ）
．８．
未（1871）

名主
長次右衛門 状 ２

161
差上申御請書之事

（百姓青柳廣吉村預に付）
（明治４）
．９．１４
辛未（1871）

右鰍沢村　　　　　　　　　　　　　　甲府県
村役人惣代長百姓　　　　　　　　　　御役所
遠藤長次右衛門

冊 １

162

（塩払代金未納督促状） （明治４）
．９．１６
辛未（1871）

甲府縣廳㊞　　　　鰍沢村遠藤太右衛門
　　　　　　　　　　　　遠藤長次右衛門
　　　　　　　　　　　　中込精右衛門
　　　　　　　　　　　　中村三郎右衛門
　　　　　　　　　　　　海野治左衛門

状 １

163
質地証文之事（田8筆合3反25歩、
代金200両通用金、来申暮迄一年
季、名主日向善右衛門奥印）

明治
４．９．
未（1871）

車田　借用人二宮嘉右衛門　鰍沢宿
同証人　日向仲右衛門　　　雨宮三郎右衛門殿
同同断　二宮藤七

状 １

164
船壱艘四人乗往返七日諸入用（鐚
３４貫９３９文、此金３両1分、金1両＝
鐚１０貫５００文）

（明治４）
．９．
辛未（1871）

三河岸　　　　　　　　　　　　甲府県
問屋并船頭惣代　　　　　　　　御役所 冊 １
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165
借用申金子之事（文金百両、引当
酒造蔵并道具一式、10年季、1割）

明治
４．９．
未（1871）

西島村借主　啓蔵　　　　　　　鰍沢村
　　　証人　弥右衛門　　　　　三郎右衛門殿 状 １

166
御用扣

（尋人・村預けの事）
明治
４．９．
未（1871）

名主
横 １

167
乍恐以書付御訴奉申上候（当県貫
属増田傳一郞、今般帰農村方入籍）

（明治４）
．１０．１７
辛未（1871）

右鰍沢村百姓代志村七右衛門　　　　　甲府県
　　　　長百姓中込清左衛門　　　　　御役所
　　　　名主雨宮三郎右衛門

冊 １

168
田畑成畑田成小地明細調 明治

４．１０．
辛未（1871）

鰍沢村
横 １

169
乍恐以書付御訴奉申上候（鰍沢河
岸船頭惣代ゟ黒沢河岸船頭へ掛る
出訴一件中、鰍沢船頭惣代政七入
牢）

（明治４）
．１０．２３
辛未（1871）

右村役人惣代　　　　　　　　　　市川御役所
長百姓
依田長蔵 冊 １

170
田畑成畑田成名所訳 （明治４）

．１０．
辛未（1871）

鰍沢村
横 １

171
新田新畑屋舗成寄 （明治４）

．１０．
辛未（1871）

鰍沢村
横 １

172
田畑成畑田成反別下調寄 （明治４）

．１０．
辛未（1871）

鰍沢村
横 １

173
御尋ニ付以書付奉申上候（松代県
管下徘徊逃亡の甚蔵忰安五郞と妻
てゐ村内にいない旨）

（明治４）
．１１．２０
辛未（1871）

鰍沢村村役人惣代　　　　　　　　市川御役所
長百姓
保坂市左衛門

状 １

174
廻章 （明治４）

．１１．２８
辛未（1871）

名主　　　　　　　　　　　　中込清左衛門殿
雨宮三郎右衛門　　　　　　　青柳喜平次殿
　　　　　　　　　（他27名、寺院・青年連中含）

状 １

175
借用申金子之事（金百両、引当と
して酒造道具一式・土蔵1ヶ所百
石造分、申4月10日迄）

明治
４．１１．
未（1871）

車田　借用人二宮嘉右衛門　鰍沢宿
同証人　日向仲右衛門　　　雨宮三郎右衛門殿
同同断　日向六左衛門（他1名）

状 １

176
往来自普請人足帳 明治

４．１１．吉
未（1871）

名主
横 １

177
村内入用夫帳 明治

４．１１．
未（1871）

名主
雨宮三郎右衛門 横 １

178
当未村入用夫銭割究帳 明治

４．１２．１２
未（1871）

甲州巨摩郡鰍沢村
名主
雨宮三郎右衛門

横 １

179
乍恐以書付奉申上候（一作15日乞
食体の男死去届）

明治
４．１２．１７
辛未（1871）

鰍沢村名主　　　　　　　　　　　市川御役所
雨宮三郎右衛門 冊 １

180
御拝借米代御拝借金枝郷書出帳 明治

４．１２．
辛未（1871）

名主
雨宮三郎右衛門 横 １

181
未御年貢枝郷越石取立帳写 明治

４．１２．
（1871）

名主
雨宮三郎右衛門 横 １
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182
覚（辰巳午年分、菊四郎殿分地震
拝借分、引而623文不足、此者に）

（明治４カ）
  ．   ．

（1871）

名主所　　　　　　　　　　　　　源介殿
状 １

183
御書付写 （明治５）

．正．１２
壬申（1872）

市川庁
冊 １

184
急廻状（例年通り、来15日、問講
稽古人四つ時出席すべし）

（明治５）
．正．１３
申（1872）

小学校　　　　　　　　　　　　村々世話役中
（市川大門村　　　　　　　　　（印沢～切石）
小学校世話方）

状 １

185
乍恐以書付奉申上候（戸長長百姓
遠藤長次右衛門・副百姓河住忠右
衛門に頼み度旨）

（明治５）
．正．１８
壬申（1872）

名主　雨宮三郎右衛門　　　　　　市川御役所
長百姓　保坂市左衛門
百姓代　志村七右衛門

状 １

186
御廻米舟賃内
未御年貢諸拝借銀請取帳

明治
５．正．
壬申（1872）

名主　雨宮三郎右衛門
横 １

187
治川御普請
麁朶買入帳

明治
５．正．
申（1872）

戸川新築
会所 横 １

188
治川御普請諸色人足遣方帳（戸川
通・新戸川通など）

明治
５．正．
壬申（1872）

名主　雨宮三郎右衛門
横 １

189
戸籍要記

（戸籍作成）
（明治５）
．正．
壬申（1872）

横 １

190
追触御用

（暴風のため土木寮見分延引）
（明治５）
．２．２０
壬申（1872）

山梨県　　　　　　　　　　龍王村始
堤防掛　　　　　　　　　（～大椚・青柳・鰍沢）
　　　　　　　　　　　　　右村々役人中

状 １

191
差上申一札之事（内藤佐太郎徒刑
中逃走一件）

（明治５）
．３．１０
壬申（1872）

鰍沢村百姓新助忰　　　　　　　　　山梨県
内藤佐太郎　　　　　　　　　　　　御役所
村役人惣代百姓代雨宮新蔵（他1名）

冊 １

192
御尋ニ付以書付奉申上候（村方横
町碇屋政平忰27才亀吉、京都府伏
見に入籍、身元照会）

（明治５）
．３．２２
壬申（1872）

巨摩郡鰍沢村　　　　　　　　　　市川御役所
村役人惣代
名主　雨宮三郎右衛門

冊 １

193
廻状（未御年貢覚として青柳村磯
野新太郎など7名、25日督促状）

（明治５）
．３．２５
壬申（1872）

鰍沢村
名主 状 １

194
去未御年貢枝郷越石未納書抜帳 明治

５．３．
壬申（1872）

名主　雨宮三郎右衛門
横 １

195
去未御年貢未納書抜帳 明治

５．３．
壬申（1872）

名主　雨宮三郎右衛門
横 １

196
人員諸事扣

（寄留・雇人・病死・出産など）
明治
５．３．
壬申（1872）

邨長
冊 １

197
治川官御普請諸色人足仕訳帳（場
所ごとに請負人、手打沢村に篭師
治郞左衛門有）

明治
５．３．
申（1872）

横 １

198
（御触書写、壬申3月～4月） （明治５）

．３．
壬申（1872）

太政官
冊 １
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199
寺領去未歳物成取調書上帳 明治

５．４．２
壬申（1872）

巨摩郡鰍沢村
冊 １

200
触書（今般陸運会社取立、公私の
荷物へ至当の相対賃銭で継立る）

（明治５）
．４．１１
壬申（1872）

山梨県庁　　甲府柳町駅　　鰍沢村　　切石村
　　　　　　八日市場村　　下山村　　南部村
　　　　　　萬沢村　　　　右駅村々役人

冊 １

201
乍恐以書付始末奉申上候（青柳村
百姓卯之吉の盗金借の件、孫平持
高3升家内12人、農間水車稼）

（明治５）
．４．１３
壬申（1872）

鰍沢村百姓　　　　　　　　　　　　山梨県
海野孫平申四拾九歳　　　　　　　　御役所 冊 １

202
記（五人の子供、夕草刈りに、戸
川通新堤西側壱番際の草下に隠し
てある盗品と思われる衣類発見、
届書）

（明治５）
．４．１６
壬申（1872）

芦澤信吉忰金助申十四才
（他4名） 冊 １

203
記（戸川南側堤下草内に隠して
あった盗品衣類15点、内訳）

（明治５）
．４．１８
壬申（1872）

冊 １

204
差上申一札之事（青柳村□川宇之
吉窃盗一件、再応御吟味徒1年）

（明治５）
．４．２１
壬申（1872）

青柳村百姓　　　　　　　　　　　　山梨県
□川宇之吉　　　　　　　　　　　　御役所
大木丑太郎（他4名）

冊 １

205
畑屋敷成請耕地訳小前仕抜下調
帳

明治
５．４．
壬申（1872）

名主　雨宮三郎右衛門
横 １

206
去未御年貢未納調尻仕訳帳 明治

５．４．
壬申（1872）

名主　雨宮三郎右衛門
横 １

207
去未御年貢未納御取立歎書（保坂
佐五平外227人未納、若干内容相
違）

明治
５．４．
壬申（1872）

名主　雨宮三郎右衛門　　　　　　甲府御役所
長百姓　遠藤太右衛門
百姓代　高木傳市郞

冊 ２

208
質屋稼并ニ古着古道具規則書　扣 明治

５．４．
壬申（1872）

冊 １

209
去未御年貢未納御取立願書（天
戸・鬼島・新居林・梅久保・角久
保の枝郷と長知沢村・青柳村の入
作分、同文２）

明治
５．４．
壬申（1872）

名主　雨宮三郎右衛門
長百姓　遠藤太右衛門
百姓代　高木傳市郞 冊 ２

210
去未御年貢未納人仕抜廉訳（大橋
より上両側）

（明治５）
．５．７
壬申（1872）

名主
横 １

211
去未御年貢未納人仕抜廉訳（横
町・北むら・しら子）

（明治５）
．５．２１
壬申（1872）

名主
横 １

212
差上申一札之事（□川国蔵窃盗再
犯一件、「准流十年」）

（明治５）
．５．２２
壬申（1872）

鰍沢村
百姓　□川国蔵

（他5名）
冊 １

213
（前欠、吉五郞以外に右7名の内、
市川御役所で裁許を請けた者の有
無、明日迄に連絡）

明治
５．５．２２
壬申（1872）

甲府ニ而　　　　　　　　　　　　　鰍沢
樋口大次右衛門　　　　　　　　　　名主御中 状 １

214
差出申御請書之事（去未年年貢不
納、来22日迄猶予願、世話人引
請ヶ一札）

明治
５．５．２０
壬申（1872）

真如庵　　　　　　　　　　名主
世話人　望月定八　　　　　雨宮三郎右衛門殿
　惣代　杉山佐代兵衛（他4名）

状 １

215
差出申御請書之事（去未御年貢不
納、来ル24日迄猶予願、組合引請
一札）

（明治５）
．５．２２
壬申（1872）

梅久保　　　　　　　　　　名主
不納人　望月七郎左衛門　　雨宮三郎右衛門殿
組合請人　川口長右衛門

状 １
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216
差出申御請書之事（去未御年貢不
納、24日迄日延猶予、組合引請一
札）

（明治５）
．５．２２
壬申（1872）

未納人　深沢長右衛門　　　名主
同　　　佐重郞　　　　　　雨宮三郎右衛門殿
組合請人　同　正蔵

状 １

217
差出申御請書之事（未御年貢不
納、来ル24日迄日延猶予願、組合
引請一札）

（明治５）
．５．２２
壬申（1872）

納主　石坂七兵衛　　　　　名主
同　深沢太郎右衛門　　　　雨宮三郎右衛門殿
請人　雨宮太郎八

状 １

218
差上申御請書之事（去未年御貢不
納、組合立入日延猶予願）

（明治５）
．５．２３
壬申（1872）

未納人　茂左衛門　　　　　名主
　　　　（他4名）　　　　　 雨宮三郎右衛門殿
組合引請人　乙重郞

状 １

219
差出申御請書之事（去未御年貢不
納、来ル25日迄日延猶予、組合引
請一札）

（明治５）
．５．２３
申（1872）

未納人　海野直蔵　　　　　雨宮三郎右衛門様
未納人　樋口安右衛門
請人　海野次兵衛

状 １

220
差出申御請書之事（去未御年貢不
納、来ル25日迄日延猶予、組合引
請一札）

（明治５）
．５．２４
壬申（1872）

未納人　遠藤半三郎　　　　名主
同　石川清次郎　　　　　　雨宮三郎右衛門殿

（他2名）
状 １

221
去未御年貢未納人仕抜廉訳（入・
本町両側・横向・二軒家）

明治
５．５．２８
壬申（1872）

名主
横 １

222
去未御年貢未納調尻仕出シ帳 明治

５．５．
壬申（1872）

名主　雨宮三郎右衛門
横 １

223
乍恐以書付奉申上候（村内大村彦
太郞宅で博奕）

（明治５）
．５．
壬申（1872）

依田吉五郞　　　　　　　　　　　　　山梨県
（他3名）　　　　　　　　　　　　　　 御役所 冊 １

224
乍恐以書付奉申上候（村内彦太郞
宅で博奕）

（明治５）
．（５）．
壬申（1872）

百姓　青柳政吉
（他5名） 冊 １

225
去未御年貢未納御取立願書（甲銀
表記と永の2通り）

明治
５．５．
壬申（1872）

鰍沢村　　　　　　　　　　　　　甲府御役所
　名主　雨宮三郎右衛門
長百姓　遠藤太右衛門
百姓代　高木傳市郞

冊 ２

226
乍恐以始末書奉申上候（兄清兵衛
家出後闘殴殺一件に関わり差押え
られる）

（明治５）
．６．８
壬申（1872）

鰍沢村　　　　　　　　　　　　山梨県御役所
百姓　□村幸蔵 冊 １

227
他籍病死人御届ヶ

（豆州田方郡寺ふ村百姓忰病死届）
（明治５）
．６．２２
壬申（1872）

鰍沢村　　　　　　　　　　　　山梨県御役所
　名主　雨宮三郎右衛門
長百姓　青柳岩太郎
百姓代　青柳与次作

冊 １

228
人員諸事扣　二番

（雇人・病死など）
明治
５．６．
壬申（1872）

邨長
冊 １

229
差上申一札之事（幸右衛門が村内
瀬兵衛宅と與左衛門土蔵へ窃盗一
件、幸右衛門は「杖六十」の罰）

（明治５）
．７．４
壬申（1872）

鰍沢村　　　　　　　　　　　　山梨県御役所
百姓　□月幸右衛門

（他5名）
冊 １

230
窃盗難御届（7/2夜、銭凡30貫計・
なた1挺、船宿の止宿波高島村船
頭高野辰右衛門の道具箱鎖が切ら
れ盗難）

（明治５）
．７．４
壬申（1872）

鰍沢村　　　　　　　　　　　　市川御役所
百姓　□月幸右衛門
差添　長百姓　青柳岩太郎 状 １

231
御触書写 （明治５）

．７．
壬申（1872）

冊 １
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232

東西川内領御用ニ而御出張御村方
控（大草大属が市川陣屋に出張す
るので、県庁に用のある河内領戸
長・副并村役人は同所に申立るべ
し）

明治
５．８．１８
壬申（1872）

村方

横 １

233
印鑑（阪出新斎田4700俵、但2斗
5升入、駿州清水松屋正七殿船に
積入れた旨）

（明治５）
．８．
壬申（1872）

田池徳太郎　　　　　　　　　　問屋仲買衆中
北宮正三郎 状 １

234
名主交代引渡諸帳面調帳 明治

５．８．
壬申（1872）

名主　雨宮三郎右衛門 横
袋 各１

235
名主役更代願（渡名主雨宮三郎右
衛門、請長百姓中込太郎左衛門）

明治
５．８．
壬申（1872）

鰍沢村百姓代志村七右衛門　　　　　山梨県
同高木伝一郞（他13名）　　　　　　 御役所
戸長遠藤長次右衛門　

冊 １

236
臨時入用徴 （明治５）

．９．
申（1872）

船方掛問屋
横 １

237
記（紙幣交換など） （明治５）

．１０．
壬申（1872）

太政官
冊 １

238
乍恐以書付奉申上候（先般岩手県
から30両借用、15両返納、残金は
彼地で稼ぎ返納）

明治
５．１１．１５
壬申（1872）

鰍沢村船方惣代　　　　　　　　　山梨県令
高橋縫右衛門　　　　　　　　　　土肥實匡殿
差添元名主
中込太郎左衛門

冊 １

239
地券調方則 明治

５．１１．
壬申（1872）

副戸長
中込太郎左衛門 冊 １

240
訳

（御窺・諸規則）
明治
５  ．   ．
壬申（1872）

横 １

241
去未年米弐百弐拾八石八升七合
御取米辻巳ゟ酉迄五ヶ年定免高千
拾壱石六斗九升五合

明治
５  ．   ．
壬申（1872）

状 １

242
差出申御請書之事（年貢不納、組
合立入は来24日迄日延、日限通り
納める旨）

（明治５カ）
  ．   ．

（1872）

未進人大森政兵衛　　　　　名主
同依田長右衛門後家　　　　雨宮三郎右衛門殿
組合請人山下喜之右衛門
親類請人依田清右衛門

状 １

243
差上申一札之事（長知沢村長百姓
弥右衛門所持の鰍沢村越石の巳午
年貢・夫銭未納）

（明治５カ）
  ．   ．

（1872）
状 １

244
乍恐御尋ニ付以書付奉申上候（三
河岸塩商人27人ゟ岩渕河岸塩賄
人と馴合無く、蒲原浜ゟ附取に苦
情無い旨）

明治
６．１．１７
酉（1873）

巨摩郡鰍沢河岸　　　　　　　　山梨県令
塩商人保坂次左衛門　　　　　　土肥實匡殿

（他29名） 冊 １

245
塩商人御請書江調印之儀御日延
奉願候書付（岩渕河岸改革で塩荷
は東廻しで運送の件）

明治
６．１．１９

（1873）

鰍沢河岸　　　　　　　　　　　　山梨県令
塩商人惣代高木傳一郎（他5名）　  土肥實匡殿
青柳河岸

冊 １

246
去々未御年貢未納并諸拝借不納仕
出シ帳

明治
６．１．
癸酉（1873）

雨宮三郎右衛門
横 １

247
送籍之事（鳥屋村四番住居望月和
市郞忰寅吉鰍沢村要左衛門相続）

明治
６．３．
酉（1873）

右望月和一郎　　　　　　　　　　　鰍沢村
組合望月重右衛門　　　　　　　　　戸長御中
戸長堀口儀左衛門

状 １
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248
証

（非常出人足取極め、70人以上･
以下など）

明治
６．４．
酉（1873）

巨摩郡第三十一区鰍沢駅
戸長遠藤太右衛門
副戸長中込清左衛門

冊 １

249
伍組取定請印写（総77組、724人、
戸長遠藤太右衛門・区長遠藤長次
右衛門）

紀元2533
（明治６）．６．
（1873）

遠藤
冊 １

250
（明治6年布達、「鰍沢村」と朱書、
活字）

明治
６．10．10

（1873）

山梨県権令
藤村紫朗 綴 １

251
運輸結社規則書 明治

６．10．
（1873）

右小河内太郎左衛門　　　　　　　山梨県令
　小林九兵衛　　　　　　　　　　藤村紫朗殿
　中込八五郞（他15名）

冊 １

252
差上申御請書之事（入塩を岩渕河
岸以外に開業させれば国益）

（明治６カ）
  ．   ．

（1873）
冊 １

253
差入申証書之事（畑反別1反３畝11
歩、代金33両、地券改正ニ付）

明治
７．３．
甲戌（1874）

小田舟原村　　　　　　　　鰍沢村
遠藤五兵衛　　　　　　　　雨宮三郎右衛門殿 状 １

254
貸金訴済口日延答（被告人庵原郡
岩渕村池谷忠八、借用中身代限り）

明治
７．４．５

（1874）

山梨県管下　　　　　　　　　　　静岡県権令
代言人樋口大次右衛門　　　　　　大迫貞清殿
静岡県伝馬町代書人金沢惣左衛門

冊 １

255
（池谷忠八身代限り動産払代金、
金９円３８銭９厘１毛、断簡）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
状 １

256
富士川通船之義ニ付申上候書付

（積荷物・人員の規則を守る旨）
明治
７．４．11

（1874）

巨摩郡第三十壱区　　　　　　　　　正副戸長
鰍沢河岸船当（頭）惣代　　　　　　御中
安藤太郎右衛門　同中込乙兵衛

冊 １

257
以書付を奉願上候（親類魚渡世青
柳直作、負債帳払の所、下山村に
落着、後送籍願）

明治
７．４．17
戌（1874）

当村弐百八拾番地　　　　　　　　戸長
戸田弥作　　　　　　　　　　　　副戸長御中
同弐百弐拾七番地
志村又右衛門

状 １

258
族籍定願（鰍沢村農依田清治郞方
へ復籍願、附弟雨宮貞都も）

明治
７．４．
戌（1874）

巨摩郡第十三区　　　　　　　　　山梨県参事
穴平村日蓮宗遠照寺　　　　　　　冨岡敬明殿
住職依田日恵五十四年十月

冊 ２

259
添書一札之事（当年1月中金子150
円借用、今般身代限り、忰返金）

明治
７．5．１
戌（1874）

駿州岩渕村忠八忰池ヶ谷権之助　　　　鰍沢村
八木間村親類証人　　　　　雨宮三郎右衛門殿
佐野喜左衛門（他1名）

状 １

260
差出申證証之事（身延山参詣の上
野国緑埜郡下栗須村7才少女死亡
届、鰍沢村経王寺）

明治
７．5．３
戌（1874）

右農高原秀蔵　　　　　　　　　正副戸長御中
当村経王寺主
志村日杲（他2名）

状 １

261
収穫取調之儀日延願（8月10日迄、
区長遠藤聰知奥印）

明治
７．７．２７

（1874）

右鰍沢村伍長中嶌半兵衛　　　　　山梨県権令
副戸長雨宮三郎右衛門　　　　　　藤村紫朗殿
戸長遠藤義方

冊 １

262
副書一札之事（金125円、利月1割
5分、来31日限り返金、朱印）

明治
８．３．２

（1875）

巨摩郡西島村　　　　　　　同郡鰍沢村
借主笠井伊左衛門　　　　　雨宮三郎右衛門殿
証人同　廣敬　同断同半三郎

状 １

263
運輸会社設立願規則表目（活字3
部、明治6年10月～7年1月）

明治
８．７．

（1875）

巨摩郡第三十区青柳村　　　　　山梨県権令
通船取扱人　　　　　　　　　　藤村紫朗殿
小河内太郎左衛門（他17名）

冊 ３

264
借用申証文之事（醸造蔵・厠・酒
造道具など、年に金93円75銭）

明治
８．10．
亥（1875）

巨摩郡第三十一区　　　　　　同村
鰍沢村三百八拾四番地　　　　遠藤太右衛門殿
借主農高木傳一郞（他2名）

冊 １
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265
地券入費捴計之部 明治

９．２．10
子（1876）

巨摩郡第三十一区
鰍沢村
戸長中込太朗左衛門（他10名）

冊 １

266
借地証文之事（丑1月1日ゟ明治12
年12月30日迄3年季、敷金20円、
利子1割5分、外）

明治
１０．１．１
丑（1877）

借主渡辺仁左衛門　　　　　　　　雨宮與八殿
証人渡辺弥右衛門 状 １

267
（明治13年布達、活字、「小室組」
と朱書）

明治
１３．９．１７

（1880）

山梨県令藤村紫朗
綴 ２

268
諸貨物送り券（線香粉3本、依田
直吉馬など）

明治
１３．９．２１

（1880）

山梨県下鰍沢　　　　　　　青柳村
運輸本社　　　　　　　　　金田新左衛門□□

（富士川運輸会社印）
状 １

269
萩焼買請人一同議定 明治

１３．１２．１５
（1880）

五開村
旧十谷
御役所

冊 １

270
（明治14年布告、活字、「小室組」
と墨書）

明治
１４．１２．８

（1881）

山梨県令藤村紫朗代理
山梨県大書記官薄井龍之 綴 １

271
諸貨物運搬広告（明治15年両社合
併、業務は運輸会社出張所が専任
担当、場所を20間余海中へ築出
し、本船を直に波止場に平付け可）

明治
１８．１．

（1885）

清水波止場　　　　　　　　　　御荷主様各位
運輸会社出張所　　　　　　　　御中
清水港博運会社 状 １

272
出先記憶帳一･二

（貸金など覚）
明治
１９．５．

（1886）

鰍沢邨
雨宮英一郎
代雨宮芳蔵用帳

横 ２

273
新発明製酢醸造法方（方法、他も
有）

明治
２０．３．１５

（1887）

東京府下荏原郡南品川宿弐百三十八番地
右発明者教授人
倉田喜起

冊 １

274
蒲原堀割水路の由来（静岡大務新
聞、4/27～/29、年代要検討）

明治
２０．４．２７

（1887）
状 ５

275
印鑑㋚（塩改良阪斎6082俵、中井
俊之介雇快国丸、末吉殿船）

明治
２３．４．２２

（1890）

香川県讃岐国阪出港　　　　各国問屋仲買御中
盬産会社 状 １

276
記・勘定書・立替物明細（金内訳、
23年12月金193円余遠藤聰知殿へ
渡し東京送金）

（明治２３）
．４．

（1890）

雨宮藤吉　　　　　　　　　　　雨宮英一郎様
状 ３

277
富士川通船営業組合規約書（岩渕）（明治２３カ）

  ．   ．
（1890）

冊 １

278
カ子ナシハヤクヲクレ（電信） （明治２５カ）

．３．３０
（1892）

ウシュメシモミヤ　　　　マスホムラ
ビチャウニテ　　　　　　カンダイツテイサマ
カンタ□ユニイ□

状 １

279
出資額証明書書換願（忠八会社資
本の内出資額15口金37円50銭、破
損甚し）

明治
２７．５．１０

（1894）

譲渡人伴野保則　　　　　富士川運輸合資会社
譲受人深津徳平　　　　　　　社長遠藤隆吉殿 冊 １

280
荷物送券（籠入繭30本、猿橋駅内
国通運株式会社取引、尾西店）

明治
２７．７．３

（1894）

出荷主宿所北都留郡大原村猿橋駅　荷受主宿所
布袋屋方ニテ荷主　　　　南巨摩郡増穂村青柳
中込平右衛門様出　　　　　　秋山源兵衛様行

状 １

281
増穂壮年自治会発起軍資献金人
名表（活字）

（明治２７）
．（１０）．

（1894）
状 １
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282
委任状ノ事（収支精算勘定調査一
切と経費節減など）

明治
２８．４．

（1895）

南巨摩郡増穂村
青柳河岸
廻船営業者

状 １

283
甲斐名湯案内誌（活字） 明治

２８．１１．４
（1895）

著者山梨県平民伴肇
発行者望月幸治郞 冊 １

284
運輸合資会社株券遺失御届（中村
清七の無尽に抵当書入後遺失）

明治
２９．４．１４

（1896）

南巨摩郡鰍沢村第九拾五番戸
運輸合資会社株主　　　　　運輸合資会社々長
遠藤慶太郞　　　　　　　　遠藤龍雄殿後見人
　　　　　　　　　　　　　雨宮英一郎殿

状 １

285
（書簡、常香用真香〔檜之葉製〕
国升2斗送付依頼）

明治
２９．８．１９

（1896）

小林小太郞　　　　　　　　　　　　枩本先生
状 １

286
救助米施與人名帳（9月7日焚出
し、8日第1回救助、10・11日第2
回、大人１人前１日米３合・老人８才
以上小児米２合）

明治
３１．９．

（1898）

鰍沢町役場
横 １

287
全国汽車発著時刻及乗車賃金表

（官報第4697号附録、破損甚し）
明治
３２．３．２

（1899）
状 ２

288
証

（三等車掌任命、月俸金9円）
明治
３４．10．16

（1901）

鰍沢馬車鐵道株式会社　　　　　　矢崎重作
社長小林彦太郎 状 １

289
（水害避難者を警察部長一行が巡
視するので、罹災者はなるべく収
容所にいるように）

（明治４０）
．８．２０

（1907）

塚原書記　　　　　　　　　　　　加藤助役殿
（鰍沢町長中込文孝）　　　（町会議員原田政甫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　他14名）

状 ２

290
水害ニ関スル書類

（和紙の袋に一括）
明治
４０．９．

（1907）

鰍沢町役場
袋 １

291
陳述書（水害復旧工事査定のため
来県、禹ノ瀬・大柳川・天神岩な
ど開鑿工事を願う）

明治
４３．１１．１０

（1910）

山梨県南巨摩郡鰍沢町民惣代　内務省土木局
秋山八十郞　雨宮英一郎　　　技師奥村長作殿
原田政甫　　　　　　　技手松島賢吉殿（他1名）

冊 １

292
出品繭袋出入扣

（区と人名）
明治
４４．６．

（1911）

繭品評会
横 １

293
富士川運輸合資会社申合規則 （年未詳）

  ．   ．
（　　）

冊 １

294
決議録 明治

４４．９．
（1911）

富士川運輸合資会社
冊 １

295
記

（大黒印マツチ60箱）
大正
３．11．26

（1914）

甲府市桜町四丁目　　　　　　　　　太盛社様
矢崎文治郎○和 状 １

296
富士川改修協和会々則（活字、封
筒共、委員長早川安吉等12名）

大正
９．10．

（1920）

富士川改修協和会　　　　　　　　　村長殿
委員長渡辺瑳美 状 ３

297
送運券

（未使用）
大正
  ．   ．

（　　）

出荷主　　　　　　　　　扱店　明治七年設立
甲府市太田町　　　　　　山梨県鰍沢河岸
澤田屋号　中山商店　　　運富士川運輸本社

状 １

298
意見書（増穗村の現状改革には産
業組合起業が第一である）

昭和
２．1．

（1927）

秋山源兵衛
小林完一
井上隆之（他12名）

冊 １
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299
定期預金証書（金415円77銭、利
息年6分２厘）

昭和
５．３．３

（1930）

株式会社　　　　　　　　　八丁入会山大椚区
小林富士井銀行　　　　　　　井上萬吉殿
頭取小林八右衛門　　　　　　市川佐太郎

袋 １

300
定期預金証書

（金107円85銭、年6分利息）
昭和
５．７．５

（1930）

株式会社　　　　　　　　　　　大椚区水神社
小林富士井銀行　　　　　　　　　
頭取小林八右衛門　　　　　　　

袋 １

301
史蹟名勝天然記念物管理及保存費
補助申請（甲斐源氏ノ嫡流一條忠
頼之墓）

昭和
１１．９．５

（1936）

南巨摩郡增穂村長　　　　　　　山梨県知事
小林完一　　　　　　　　　　　土屋正三殿 綴 １

302
満沢鉱山山向𨫤参号支脉鉱量計算
図（裁面図・平面図各1）

昭和
１９．１０．１

（1944）
図 １

303
谷村

（５万分一地形図、応急修正版）
昭和
３０．５．３０

（1955）

地理調査所
図 １

304
（河岸入用書上、蒲原懸り、清水
湊ゟ運賃など、断簡）

（年未詳）
．７．
卯（　　）

状 １

305
（市川役所宛、鰍沢村上申書綴、
表紙無、断簡）

（年未詳）
．３．２１
巳（　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　市川御役所
綴 １

306
乍恐以書付奉願上候（7月29日夜
の大雨出水で戸川通堤欠所、見分
願）

（年未詳）
．８．２
巳（　　）

森田岡太郎御代官所　　　　　　　御普請御掛
鰍沢村名主弥五左衛門　　　　　　御役人中様
長百姓長次右衛門　百姓代七右衛門

状 １

307
（前欠、御仁計之御沙汰与難有仕
合ニ奉存候、以上）

（年未詳）
．８．３
未（　　）

鰍沢村名主清左衛門　　　　　　御出役
長百姓長次右衛門　　　　　　　野中忠三郎様
百姓代七右衛門

状 １

308
（前欠、御難有仕合奉存候、以上） （年未詳）

．８．４
未（　　）

組合惣代利作　親類惣代次右衛門　 御出役
鰍沢村名主清左衛門　　　　　　野中忠三郎様
長百姓長次右衛門　百姓代七右衛門　　

状 １

309
以書付願上候（病の為忰へ名目引
譲るつもりが当春死去故退役願）

（年未詳）
．１２．
未（　　）

青柳其右衛門　　　　　　　　　　御役人衆中
状 １

310
（下書、未歳年貢未進猶予願） （年未詳）

  ．   ．
未（　　）

状 １

311
乍恐以書付奉申上候（八代郡粟倉
村同宗妙昌寺前々住弟子怙宅差置）

（年未詳）
．５．１４

（申）（　　）

巨摩郡鰍沢村
日蓮宗経王寺
日果

状 １

312
（三郎右衛門・徳平の役掛） （年未詳）

  ．   ．
申（　　）

状 ２

313
乍恐以書付奉願上候（三河岸問屋
并船頭共より御下ヶ金願、船頭共
は運賃増を願う）

（年未詳）
．１１．７
亥（　　）

鰍沢河岸問屋代善蔵　　　　　　　　御役所
青柳河岸問屋太郎左衛門
黒沢河岸問屋代吉兵衛

状 １

314
御尋ニ付奉申上候書付（信州中馬
河内領村々へ付通しの可否尋、他
口留番所通行の習慣）

（年未詳）
．１１．
亥（　　）

鰍沢村名主弥五左衛門　　　　　市川御役所
長百姓弥市右衛門　　　　　　　　
百姓代粂右衛門

状 １

315
口上（書簡、薬極上物、店では１
円もする品、６日１日分だが）

（年未詳）
．３．１８

（　　）

以道（カ）　　　　　　　　　　  半三郎殿
状 １
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316
贈券（千香粉４本、青柳金田新左
衛門殿行）

（年未詳）
．４．１５

（　　）

帯金分社　　　　　　　　　　　運輸会社御中
状 １

317
（書簡、経王寺坊主他人女房召連
欠落、八日町で召捕ニ相成一件）

（年未詳）
．５．１３

（　　）

□□　　　　　　　　　　　　　雨宮様
　　　　　　　　　　　　　　　中込様 状 １

318
当巳三月芝居一件中難場入用書出
帳

（年未詳）
．６．１３

（　　）

村役人
横 １

319
乍恐以書付御届奉申上候（損地高
下調書上、田・畑・田畑成・畑田
成合101石442）

（年未詳）
．８．２

（　　）

名主　　　　　　　　　　　　御同役衆中様
　　　　　　　　　　　　　　御百姓代集中様 状 １

320 （書簡、先般金弐百両借用、米代
で差引、利金差上急度勘定する）

（年未詳）
．８．１４

（　　）

車田村　　　　　　　　　かじか沢宿
古屋嘉右衛門　　　　　　中村屋三郎右衛門様 状 １

321
記（３間４本等〆21本、彦兵衛船、
船ちん３貫文御払可被下）

（年未詳）
．９．１２

（　　）

ヲニ　　　　　　　　　　本村
忠七　　　　　　　　　　雨宮三郎右衛門様 状 １

322
送状（３間４寸3本等〆34本、彦
兵衛船、運賃１分２朱払可被下）

（年未詳）
．９．１２

（　　）

ヲニ　　　　　　　　　　本村
忠介　　　　　　　　　　雨宮三郎右衛門様行 状 １

323
覚（田原村助右衛門舟、丸竹17わ
3貫190、打竹11わ2貫450、舟賃）

（年未詳）
．９．１３

（　　）

手打沢　　　　　　　　　　　かじか沢
治郎右衛門出　　　　　　　　御名主中様 状 １

324
御廻状写

（酒造・醤油造）
（年未詳）
．10．６

（　　）

市川御役所
冊 １

325
（書簡、払米が指出されたので入
札されたい、直段次第千俵前後で
指出されたい、鰍沢の木曽番所の
町人へも入札を申付けた）

（年未詳）
．10．17

（　　）

三井伝兵衛裕　林恵十郎経永　　小林小太郎様
安藤友左衛門惇　　　　　　　　小林林兵衛様
小池新右衛門元辰　　　天神中条八郎左衛門様
篠原善左衛門包　　　　　　　　　　人々御中

状 １

326
記（八番組取締入費受取、高割と
戸数割、高716石5合・戸数215）

（年未詳）
．１２．４

（　　）

区長　　　　　　　　　　　　　　八番組
（巨摩郡第三十区）　　　　　　　　戸長御中
　　　　　　　　　　　　　　　　（長沢村）

状 １

327
廻文（違作年柄、年暮の品物遣り
取り質素にすべき旨）

（年未詳）
．１２．

（　　）

名主所　　　　　　　　　　　　　　組頭中
状 １

328
（書簡、諏訪上物の値段など） （年未詳）

． ．１０
（　　）

大和ニ而　　　　　　　　　　　長次右衛門様
延之助外 状 １

329
乍恐以書付奉申上候（廻米、松岡
村～五貫島村駄送、江之浦ゟ浅草
迄廻送ルート変更案への意見）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
状 １

330
（前欠、普請役永持武兵衛・桜井
規矩郎）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）

右太右衛門　　　　　　　　　御普請御掛
　長蔵　　　　　　　　　　　御役人中様
　七右衛門

状 １

331
覚（米２０俵宛、250俵口の内船積
河下、3枚とも同内容）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）

八代郡　　　　　　　　　　　　　十嶋御番所
上大鳥居村　　　　　　　　　　　御役人中
佐内

状 ３

332
最勝寺村百姓亀三郎（安藤伝蔵支
配所甲斐国百姓壱人通行手形用の
印鑑カ、包紙共、→111）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
状 １
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333
申合書（正月・道祖神祭典・三月・
七月の行事）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）

青年惣代
杉山仁作 状 １

334
（鰍沢宿助郷村高書上） （年未詳）

  ．   ．
（　　）

冊 １

335
御高札所御修覆入用（栂・杉・栗・
五寸釘・大工30人・手伝人足5）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
綴 １

336
（番所カ、「四拾間之処弐拾四間焼
失」、敷地と屋敷配置図）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
図 １

337
記（水防杭手間ちん金１朱） （年未詳）

  ．   ．
（　　）

指物や　　　　　　　　　　　　　　　堤防方
久七　　　　　　　　　　　　　　　　御中 状 １

338
（検地帳断簡及質入記入か、研石・
大師田・起し）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
状 １

339
覚（上田屋敷14筆合７畝15歩、下
畑9筆合4畝26歩、書上げのみ）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
状 １

340
乍恐以書付奉願上候（後欠、水車
運上永書上、関連文書小２通共）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
状 ３

341
（皆畑、持高書上、６人分） （年未詳）

  ．   ．
（　　）

冊 １

342
差入申証書之事（3筆合1反６畝
２歩、今般地券改正により地券状
を預け、本金返済後返還）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）

小田舟原村　　　　　　　　鰍沢村
松田儀兵衛　　　　　　　　雨宮三郎右衛門殿 状 １

343
差入申御猶予一札之事（年貢・夫
銭滞り、下書）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）

弥七・伊八組合
状 １

344
奉差上一札之事（下書、年貢諸夫
銭滞の件、百姓源之丞・同栄八）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
状 ２

345
去未御年貢未納人取立（全員有
姓、明治４年以降か）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
横 １

346
戸籍長副人撰（入札結果） （年未詳）

  ．   ．
（　　）

冊 １

347
印鑑㊞ （年未詳）

  ．   ．
（　　）

聴訟
断獄方
捕亡

図 １

348
覚

（番非人住居）
（年未詳）
  ．   ．

（　　）
冊 １

349
（其村米相場上中下、10月15日～
12月15日の分、正副2通提出）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）

山梨県　　　　　　　　　　　　第拾五区
第三課　　　　　　　　　　　　巨摩郡鰍沢村
　　　　　　　　　　　　　　　戸長

状 １
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350
出火一条御書諸色扣（十谷村惣家
数116・焼失62、村貯穀拝借）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
綴 １

351
白米特価購買券

（但弐升券）
（年未詳）
  ．   ．

（　　）

鰍沢救済会
状 １

352
小切手

（一括の表紙）
（年未詳）
  ．   ．

（　　）
状 １

353
記

（金20円諸色代金請取）
（年未詳）
  ．   ．

（　　）

鬼嶋　　　　　　　　　　　雨宮三郎右衛門様
忠七 状 １

354
打竹拾七〆三拾四わ

（打竹２２わ取、改受取）
（年未詳）
．９．５

（　　）

田原村
中兵衛舟 状 １

355
記（３間末口4寸木4本など〆40
本、彦兵衛船、船賃５貫文）

（年未詳）
．９．９

（　　）

ヲニ　　　　　　　　　　　本村
忠七　　　　　　　　　　　雨宮三郎右衛門様 状 １

356
記（３間末口4寸３本など〆30本、
彦兵衛船、壱船半荷3貫750文）

（年未詳）
．９．１０

（　　）

ヲニ　　　　　　　　　　　本村
忠七　　　　　　　　　　　雨宮三郎右衛門様 状 １

357
鰍沢市街（他に南部・市川・吉田・
甲府・谷村の市街図を1枚に）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
図 １

358
（鰍沢町絵図、戦後、白黒、40.0
×54.5㎝）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
図 １

359
増穂村青柳字外河原及字上河原図
面（青柳河岸絵図か、荷揚場と梯
子状の物有、彩色、青・赤・黒）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
図 １

360
増穂村役場平面図
教員住宅平面図

（百分ノ一）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
図 ２

361
質物取引規則

（筆写）
（年未詳）
  ．   ．

（　　）
冊 １

362
地方凡例録　巻之壱

（写本）
（年未詳）
  ．   ．

（　　）

遠藤
冊 １

363
類聚方序　全

（筆写、起老園主人磯野公道書、
時六十九）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
冊 １

364
八算惣巻り

（計算例）
（年未詳）
  ．   ．

（　　）
状 １

365
止

無楯鎧之御影
（木版）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）

菅田天神社㊞
図 １
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番号 史料名 年　代 差出人　　　　　　　　　　　　　宛名 形態 数量

1
亥之年免定（米44石067、永125文
葭運上、村高207石47）

寶永
４．11．
亥（1707）

（人印）　　　　　　　　　　　馬籠村
　　　　　　　　　　　　　　名主
　　　　　　　　　　　　　　百姓

状 １

2
悪水圦樋御仕様帳写 寛政

４．２．
子（1792）

巨摩郡　　　　　　　　御掛り川嶋彦蔵様
大田和・馬籠　　　　　　　　佐藤良右衛門様
立会　　　　　　　　　　　　関口祐助様

冊 １

3
当卯春用水路浚御普請出来形帳

（榊原小兵衛手代安藤常右衛門・
冨田府十郎）

寛政
7．3．
卯（1795）

巨摩郡馬篭村　　　　　　　　　　市川御役所
冊 １

4
当巳宗門人別改帳（高301石606、
16軒・63人、男馬1疋、力者１軒）

寛政
9．3．
巳（1797）

巨摩郡馬篭村
名主清兵衛 冊 １

5
酉御年貢可納割附之事（高301石
606、卯ゟ子迄10ヶ年定免、米11
石08、永125文葭役）

享和
元．１０．
酉（1801）

堀谷文右衛門　　　　　　　　右村名主
　　　　　　　　　　　　　　　　長百姓
　　　　　　　　　　　　　　　　惣百姓

状 １

6
（難差置場所ニ付来未春定式川除
普請すべき場所書上）

（文化７）
．９．
午（1810）

巨摩郡馬篭村　　　　　　　　　　市川御役所
佐兵衛　清兵衛
長兵衛

冊 １

7
差出申御頼書付之事（家出帰村の
者）

文化
10．８．
酉（1813）

今福村　市郎兵衛　　　　　　　　馬篭村
親類　千右衛門　　　　　　　　　佐兵衛殿 状 １

8
（前欠、当7月10日・11日の大雨
で笛吹川満水、稲水腐、3ヶ村で
金百両拝借願）

（文化11）
．9．
戌（1814）

巨摩郡大田和村（三役）　　　　　 市川御役所
同郡馬篭村（名主・長百姓）
同郡藤巻村（三役）

状 １

9
乍恐以書付奉願上候（大水難、当
亥ゟ来ル申迄10ヶ年御救手当定免
願、11年目酉ゟ本免上納）

文化
１２．２．
亥（1815）

甲州巨摩郡馬篭村　　　　　　　　市川御役所
名主清兵衛
長百姓佐兵衛

状 １

１0
乍恐以書付奉願上候（大水難に引
続き難渋に付、年貢金上納8月迄
日延願）

（文化１２）
．３．
亥（1815）

巨摩郡馬篭村（名主・長百姓）　　 市川御役所
同郡大田和村（三役）
同郡藤巻村（三役）

状 １

１１
差上申御吟味下証文之事（杢兵衛
持馬を定右衛門奪取一件、内済に
つき吟味下）

文化
13．７．
子（1816）

訴訟方山梨郡小瀬村　　　　　　鈴木傳市郎様
長百姓杢兵衛　　　　　　　　　御役所
相手方巨摩郡山之神村
馬口労定右衛門（他4名）

状 １

１２
乍恐以書付奉願上候（寛政6年榊
原小兵衛支配ゟ郡中惣代1年限り
選任も、近年弛み、組合村々へ通
達願）

文化
13．8．
子（1816）

山之神村名主徳兵衛　　　　　　市川御役所
布施村名主平七
臼井阿原村名主察右衛門

（他10ヶ村名主）
状 １

１３
鈴木傳市郎御代官所甲州巨摩郡馬
籠村当丑春悪水路浚御普請出来帳

文化
14．2．
丑（1817）

馬篭村　　　　　　　　　　　御普請御掛り
　　　　　　　　　　　　　　御役人中様 冊 １

１４
差上申一札之事（当村内御林の内
去子雪折竹増永で払下願）

文化
14．8．6
丑（1817）

右村名主清兵衛　　　　　鈴木清市郎様御手代
　　長百姓佐兵衛　　　　大沢弥吉殿 状 １

１５
頼ミ一札之事（此度在町一件諸雑
用、村々惣代として貴殿江戸表出
府頼、鐚500文ずつ其他臨時入用
差出す旨）

文政
3．12．
辰（1820）

大田和村
名主七郎左衛門

（他六ヶ村名主6名） 状 １

１６
定書（中郡筋組合村々惣代の取
極、1ケ年交代・惣代組合は金3
両宛）

文政
3．12．
辰（1820）

大田和村
名主七郎左衛門

（他七ヶ村名主７名）
状 １

青山幸太家所蔵　　　　2 馬籠（まごめ）村文書目録　　　年代順
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番号 史料名 年　代 差出人　　　　　　　　　　　　　宛名 形態 数量

１７
乍恐以書付奉申上候（組合8か村
ゟ西花輪村組合離れは不当、是迄
通り願う、紙縒りで綴合、同文2
通、１通は下書）

文政
5．10 ．
午（1822）

中郡八ヶ村　　　　　　　　　　　市川御役所
惣代佐兵衛 状 ２

１８
未年郡中割見届請印帳 （文政7）

．閏８．
申（1824）

郡中惣代
馬籠村佐兵衛 冊 １

１９
奉請取金子之事（後欠、甲州三分
様支配所村々江戸廻米御用、岩渕
詰所修覆入用代金等）

弘化
3．3 ．
午（1846）

佐々木道三郎御代官所
甲州巨摩郡極楽寺村
長百姓彦四郎

（他３名カ）
状 １

２０
差上申御吟味下ヶ証文之事（百姓
幸平御廻状継立人足勤めず、吟味
中心得違、以来勤める旨）

（嘉永３）
．3．
戌（1850）

馬籠村名主佐兵衛　　　　　　　　市川御役所
　　　長百姓清兵衛
百姓幸平　幸平組合勇蔵

状 １

２１
乍恐以書付奉願上候（欠落人百姓
長兵衛の跡株を弟喜惣次が引請け
る旨）

嘉永
３．７．２
戌（1850）

右（馬籠村）喜惣次　　　　　　　市川御役所
親類藤吉　組合勘左衛門
名主佐兵衛　長百姓宰次郎

状 １

２２

乍恐以書付奉願上候（百姓幸平・
佐五右衛門・志平・源四郎・柳助
五人が年貢・諸夫銭割賦の際、昨
20日名主元へ種々悪口雑言狼藉の
始末、御吟味願）

（年未詳）
．12．
戌（　　）

巨摩郡馬篭村　　　　　　　　　　市川御役所
名主佐兵衛
長百姓清兵衛 状 １

２３
差上申詫書一札之事（私共２人、
去ル12日夜御年貢・夫銭割の役宅
で口論）

嘉永
３．12．
戌（1850）

馬籠村　　　　　　　　　　　　　同村
勘左衛門　　　　　　　　　　　　御役人中
佐左衛門（他６名）

状 １

２４
手間奉公人請状之事（当戌暮ゟ亥
暮迄12月、１ヶ月両日宛貴殿手間
奉公、御紛（給）金甲金1両１分
8匁４分受取）

嘉永
３．12．
戌（1850）

右左口村　　　　　　　　　　　　馬篭村
奉公人忠次郎　　　　　　　　　　佐兵衛殿
大田和村
証人定右衛門

状 １

２５
乍恐以書付御訴訟奉申上候（昨朔
日夜５ツ時、東花輪村周民方へ行
く途中、大田和村善左衛門悪口の
上両度川へ突き落されし一件）

（年未詳）
．１０．
　亥（　　）

馬篭村　　　　　　　　　　　　　市川御役所
百姓
幸平 状 １

２６
差出申一札之事（去戌12月20日、
御役席へ年貢の儀不当申上、手鎖
宿預け詫）

（年未詳）
  ．   ．
　亥（　　）

馬篭村百姓幸平　　　　　　　　　馬篭村
同　志兵衛　　　　　　　　　　　御役人中
佐五右衛門忰周吉（他3名）　　

状 １

２７

乍恐以書付奉願上候（金６０両水難
相続拝借願、当村釜無川と笛吹川
に挟まれた国中第一の地窪で去寅
稀成大地震民家震潰れ・田畑床
違、当６月大雨、大田和村堤数か
所切れ、野中七分通水腐、７月２３
日～８月朔日迄大風雨、上郷臼井
阿原村堤切人家床上迄泥水など大
難渋、10年賦を15年賦に拝借返納
願）

安政
２．１１．
卯（1855）

当御代官所巨摩郡馬篭村　　　　　市川御役所
名主清兵衛
長百姓佐兵衛
百姓代良左衛門

状 １

２８

奉公人請状之事（八代郡市川大門
村百姓乙八忰熊吉、当巳正月ゟ12
月迄1ヶ年季、給金甲金2両1分の
内金2分2朱受取、仕着せ3枚、休
日1ヶ月3日宛）

安政
４．正．
巳（1857）

八代郡市川大門村　　　　　　　　馬籠村
百姓乙八忰　　　　　　　　　　　佐兵衛殿
奉公人熊吉
請人勘右衛門
同断馬籠村半兵衛

状 １
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番号 史料名 年　代 差出人　　　　　　　　　　　　　宛名 形態 数量

２９
乍恐以書付奉願上候（金4両、先
上納金7両1分、大砲鋳立上納金、
当巳ゟ酉迄5ヶ年割合上納）

安政
４．６．28
巳（1857）

森田岡太郎様
御手附木村弘太郎殿
御同人様
御手代秋山省三殿

状 １

３０
質地証文之事（砂畑１筆２畝12歩
外見取畑共、代金10両、当申暮ゟ
来酉迄1ケ年季、長百姓源五左衛
門裏印）

萬延
元．12．
申（1860）

質主宗十郎　　　　　　　　　　源兵衛殿
証人与作
同次郎作

状
包紙
共

１

３１
（貸金銀売掛等之出入出訴之節、
公事馴候者の差出禁止）

（年未詳）
．正 ．
　午（　　）

状 １

３２
差出申一札之事（未年夏中度々出
水稲作泥水押冠不熟、石代金納、
他買納願）

（年未詳）
．正 ．
申（　　）

東花輪村名主喜右衛門（他２名）　 郡中惣代中
藤巻村名主儀右衛門（他２名）
今福村名主孫平（他２名）

状 １

３３
乍恐以書付奉願上候（去午年御渡
米小切手取失せども、御割付目録
御渡し願）

（年未詳）
．３．
酉（　　）

馬籠村　　　　　　　　　　　　　市川御役所
名主佐兵衛 状 １

３４
差上申一札之事（田方検見や廻村
時の馳走禁止、廻米御米拵方差図
次第河岸出）

（年未詳）
．９．
酉（　　）

郡中惣代
連印 状 １

３５
甲州川々諸色直段帳（普請用材な
どの値段）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）

大田和村
宗八 冊 １

３６
（普請入用書上） （年未詳）

  ．   ．
（　　）

巨摩郡馬籠村
冊 １

３７
差上申御吟味下証文之事（西花輪
村長百姓兵蔵娘はつを大田和村百
姓松太郎忰小兵衛他１名連出）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
状 １

３８
（書簡、馳走の礼、鳥渡御咄あり、
拙宅迄御光賀希う）

（年未詳）
．２．５

（　　）

藤巻村　　　　　　　　　　　　馬籠村
□兵衛　　　　　　　　　　　　渡辺佐兵衛様
　　　　　　　　　　　　　　　貴下

状 １

３９
口上（書簡、甲府の芝居、大の殿
桟敷・高土間・平土間不残買切）

（年未詳）
．６．２５

（　　）

藤巻村　　　　　　　　　　　　馬籠村
内藤浪吉　　　　　　　　　　　渡辺佐兵衛様
　　　　　　　　　　　　　　　貴下

状 １

４０
（書簡、15日例祭、前夜ゟ光来を
待つ）

（年未詳）
．９．１３

（　　）

藤巻村　　　　　　　　　　　　馬込村
□兵衛　　　　　　　　　　　　渡辺佐兵衛様
　　　　　　　　　　　　　　　貴下

状 １

４１
覚（籾20俵代328匁、内金6両渡、
以上94匁又金2両）

（年未詳）
． 11．25

（　　）

田嶋屋平十郎　　　　　　　　　馬籠村
（市川）　　　　　　　　　　　　佐兵衛様 状 １

４２
止

覚（甲金2分２朱入金、年拾九才女）（年未詳）
  ．   ．

（　　）

龍王村
嘉助 状 １
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番号 史料名 年　代 差出人　　　　　　　　　　　　　宛名 形態 数量

1
覚

（開基など書上）
宝永
２．７．晦
乙酉（1705）

常嶽寺
状 ２

2
覚（去巳ゟ来ル酉年迄５ヶ年定免
取箇、巨摩郡古長谷村）

（寛延３）
．12．
午（1750）

上倉彦左衛門　　　　　　　　　右村名主
　　　　　　　　　　　　　　　　　長百姓
　　　　　　　　　　　　　　　　　惣百姓

状 １

3
乍恐以書付御下奉願上候（常岳寺
開基をめぐる争論）

天保
14．７．10
卯（1843）

古長谷村名主源左衛門　　　　　　市川御役所
同　　　長百姓庄兵衛
同　周八・猶右衛門（他2名）

状 １

4
乍恐以書付奉申上候（常岳寺開基
一件に付本山ゟ書付）

天保
14．8．
卯（1843）

下山村　　　　　　　　　　　　　市川御役所
本山　龍雲寺 状 １

5
乍恐以書付御下ヶ奉願上候（百姓
惣兵衛の常岳寺開基争論）

天保
14．12．
卯（1843）

願人甲州巨摩郡古長谷村　　　　　市川御役所
百姓惣兵衛

（他７名）
状 １

6
儀定書之事

（常岳寺開基は惣兵衛一統の旨）
嘉永
４．３．
亥（1851）

古長谷村
開基　惣兵衛
　　　織右衛門（他3名）

状 １

7
儀定書之事

（常岳寺開基は惣兵衛一統の旨）
嘉永
４．３．
亥（1851）

巨摩郡古長谷村常岳寺
同寺開基　惣兵衛

（他18名）
状 １

8
議定書之事

（常岳寺開基一件、当住入院の旨）
安政
２．6．
卯（1855）

常岳寺
惣兵衛
清重郎（他５名）

状 １

9　
止

（星野氏、惣兵衛兄弟常岳寺建立、
惣兵衛と内儀の戒名一字ずつで常
岳寺とす）

（年未詳）
  ．   ．

（　　）
状 １

青山幸太家所蔵　　　　3 古長谷（ふるはせ）村文書目録　　　年代順
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（国土地理院　1：200,000 地勢図　静岡　平成24年6月1日発行より）（原図は彩色）

富士川流域から清水港・三保松原までの地形
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